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十
九
世
期
初
期
の
ピ
ハ
l
ル
州
に
お
け
る
同
尺
守
巳
の
階
屑
構
成

-
F
・
ブ
キ
ヤ
ナ
ン
報
告
の
研
究

~， 

rr=t] 

畠

ゴ長会
'IJs" 

ま

え

カ三

き

イ
ン
ド
の
土
地
制
度
を
研
究
す
る
場
合
、

土
地
保
有
の
個
々
の
形
態
と
な
ら
ん
で
、
土
地
の
配
分
、
農
業
労
働
力
の
あ
り
方
、
農
村
社

会
内
部
に
お
け
る
諸
個
人
の
土
地
保
有
と
社
会
的
身
分
(
具
体
的
に
は
所
属
カ
l
ス
ト
な
ど
)
と
の
関
係
が
当
然
に
興
味
の
対
象
と
な
っ

て
く
る
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
所
で
は

土
地
制
度
、
農
業
経
済

カ
l
ス
ト
制
度
の
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
は
概
し
て
、
相
交
わ
る
こ
と
な

~ 7'，5 ~ 

く
別
個
の
軌
道
を
歩
ん
で
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
、
史
料
や
文
献
の
内
容
が
上
に
述
べ
た
興
味
に
応
え
得
な
い
こ

(
I
U
 

と
に
も
起
因
し
て
い
る
。

本
稿
の
意
図
は
、
こ
の
よ
う
な
興
味
に
も
と
づ
い
て
、
従
来
の
諸
研
究
が
、

と
も
す
れ
ば
、
等
質
的
な
農
民
一
般
と
し
て
扱
い
が
ち
で

あ
っ
た
何
回
バ
可
伊
丹
層
が
、
農
村
社
会
の
内
部
に
お
け
る
カ
l
ス
ト
身
分
、

土
地
保
有
、
農
業
労
働
力
の
配
分
な
ど
と
の
関
係
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
諸
階
層
に
区
分
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は

い
か
な
る
社
会
的
、
経
済
的
諸
階
層
が
何
回
バ
ヨ
同
層
を
構
成
し
た
か
、

と
い
う
問

題
を
、

一
八
一

O
年
前
後
の
ピ
ハ

I
ル
州
諸
県
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
本
稿
は
、

間
門
出
口
円
山
田
切
ロ
ロ
ゲ
田
口
出
ロ

(
一
七
六
二
|
一
八
二
九
。
後
に
国
自
己

Z
ロ
ま
た
は
出
国
自
己
件
。
口
H

回ロロ

F
8
8
と
称
し
た
。
)
が
遺
し
た
現
地
調
査
の
記
録
に
拠
る

社
会
経
済
史
研
究
の
、
最
初
の
部
分
を
な
す
。

北
大
文
学
部
紀
要



十
九
世
紀
初
期
の
ピ
ハ
!
ル
州
に
お
け
る
何
回
J

百
円
の
階
層
構
成

一
品
由
田

史

ザ
非
1

並
寸

dコ

し、

て

」
こ
で
は

一
八

O
七
i
一
四
年
に
∞

5
r
g
g
が
当
時
の
ベ
ン
ガ
ル
管
区
北
部
で
行
な
っ
た
下
記
の
よ
う
な
調
査
の
報
告
の
ろ
ち
、

ピ
ハ

l
ル
州
に
関
す
る
部
分
を
史
料
と
し
て
用
い
る
。
か
れ
は
一
七
九
四
一
八
一
六
年
東
イ
ン
ド
会
社
の
医
官
の
職
に
あ
り
、
ネ
パ

l

(

2

)

(

3

)

 

ル
と
南
イ
ン
ド
諸
地
域
の
調
査
に
当
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
一
八

O
七
年
当
己

-g-4
総
督
は
左
記
の
調
査
を
か
れ
に
命
じ
た
。

各
県
の
地
勢
学
的
説
明
(
範
囲
・
土
壌
・
平
野
・
河
川
・
山
岳
・
港
湾
・
都
市
・
気
候
、

そ
の
他
。
歴
史
お
よ
び
遺
跡
を
ふ
く
め

る
)
。宗

教
(
人
口
数
・
巡
礼
・
慣
行
・
司
祭
者
の
特
権
・
そ
の
他
の
状
況
)
。

- 76一

住
民
の
状
態
(
人
口
数
・
衣
食
住
・
疾
病
・
教
育
・
貧
窮
者
の
財
源
)
。

四

自
然
物
産
(
動
物
、
植
物
、
鉱
物
の
、
特
に
食
用
・
医
薬
・
商
業
・
工
芸
・
製
造
業
に
供
さ
れ
る
も
の
。
漁
勝
・
森
林
業
を
ふ
く

め
る
)
。

五

農
業

1 

各
種
農
作
物
の
名
称
・
用
途
・
栽
培
方
法
・
播
種
と
収
穫
の
季
節
・
単
位
面
積
あ
た
り
の
生
産
物
の
価
格
・
耕
作
者
の
収
益
お

よ
び
市
場
へ
の
供
給
。

2 

農
耕
農
具
。

3 

施
肥
、
殊
に
濯
蹴
の
方
法
。

4 

洪
水
・
氾
濫
の
防
止
方
法
。



5 

家
畜
の
種
類
・
飼
育
方
法
・
飼
育
に
よ
る
収
益
お
よ
び
役
畜
の
種
類
。

6 

農
地
の
か
こ
い
。

7 

農
地
の
状
態
・
大
き
さ
・
必
要
な
役
畜
と
そ
の
調
達
方
法
・
経
営
の
費
用
・
地
代
の
形
態
・
農
業
労
働
者
の
報
酬
お
よ
び
土
地

保
有
条
件
。

8 

土
地
財
産
(
何
回
E
お
る
の
状
態
と
保
有
条
件
。

-'--ノ、

美
術
工
芸
・
普
通
工
芸
の
進
歩
と
製
造
業
の
状
態
(
建
築
・
彫
刻
・
絵
画
・
職
人
の
作
業
と
器
具
・
製
造
口
問
の
種
類
と
数
量
・
各

県
の
原
料
産
出
能
力
・
輸
入
の
状
態
・
資
本
の
調
達
方
法
・
工
芸
職
人
と
製
造
業
の
お
か
れ
て
い
る
環
境
・
商
品
の
供
給
の
し
か
た

.
労
働
収
益
率
・
耕
作
者
と
比
較
し
た
場
合
の
富
裕
の
程
度
・
市
場
に
つ
い
て
の
規
制
)
。

商
業
(
輸
入
商
品
の
量
・
販
売
の
様
式
・
貨
幣
と
度
量
衡
の
規
制
・
輸
送
の
性
質
)
。

一一 77←「

〆ビ

(
4、

そ
し
て
実
態
調
査
と
と
も
に
、
在
地
諸
産
業
を
改
良
す
る
た
め
の
提
言
を
行
な
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

報
告
書
の
手
稿
原
本
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
連
邦
関
係
省
内
の
イ
ン
ド
省
図
書
館
『
仏
U
O
B
B
F
5
2ミ

(
5
)
 

に
あ
り

写
本
が
カ
ル
カ
ツ

タ
の
ベ
ン
ガ
ル
・
ア
ジ
ア
学
会
に
一
部
あ
る
。
報
告
書
の
う
ち

U-E守
口
吋
県
に
関
す
る
部
分
の
み
は
、

。・

ω当
日
ロ
件
。
ロ
の
編
集
に
よ

っ
て
一
八
三
三
年
カ
ル
カ
ッ
タ
で
出
版
さ
れ
た
。
調
査
の
行
な
わ
れ
た
全
県
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
抄
本
が
、

HNoσ
巾
江
巳
g
G
C
S
2可

ザ
ゲ
ユ
古
の
編
集
に
よ
っ
て
一
八
三
一
八
年
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ
れ
た
。

、
吋
}
凶
日
国
]
印
円
。
弓
v
〉ロ
HHρ
ロ山氏
g
u
H，OH)cm門戸℃}戸山刊出口仏

ω
g江田片山口印

。
同
何
回
国
同
mH口
同
ロ
門
出
国
山
口
。
EHUH-山
田
山
口
ぬ
同
町
巾
ロ
U
R
-口
g
c同
切
四
ymHMUω
げ田町田})国
(
Y

切町内円
mc-℃
。
。
♂
。
。
門
口
口
町
℃
o
o
p
同)山口丘町℃。
o
F

同ν
ロ
門
出
!

ロ
-u刊mHUMN己
口
市
州
℃
。
。
吋
伶
〉
印
印
国
g
e
5
M
N己
注
目
。
ロ

E
F
m
-
H
O
g
}
c
m
u
J
戸山口巾
E-cmuJ
切
。
仲
間
ロ
ア
〉
明
日
2
-
Z
E
e
。。
B
5
2
n
p
宮
山
口
口
J

片田口
Z
H
g
v
m，
山
口
町
〉
HZV
日)C℃
己
阻
止
。
P
同μ
巾
ロ
包
o
p
ロ
(
E
s
t
o
p
ω
s
t
m
z
n
P
2ロ・

(
円
円
と
略
称
す
る
)

と
題
す
る
三
巻
本
が
こ

北
大
文
学
部
紀
要



十
九
世
紀
初
期
の
ピ
ハ
!
ル
州
に
お
け
る
問
主
吉
伸
の
階
層
構
成

一
一
両
白
田

れ
で
あ
る
が
、
抄
録
の
仕
方
が
、
必
ず
し
も
適
切
で
な
く
、
多
く
の
重
要
な
部
分
が
ぬ
け
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
は
そ
の
後
ほ
ぼ
一
世
紀

に
わ
た
っ
て

切
戸
各
自
由
ロ
の
業
績
を
伝
え
る
唯
一
の
書
物
と
な
り
、
多
く
の
研
究
者
の
利
用
す
る
所
と
な
っ
て
き
た
。
今
位
紀
に
入
つ

て
か
ら
、
同
書
の
欠
を
補
う
た
め
に
ピ
ハ
|
ル
州
関
係
の
報
告
書
の
主
文
全
体
を
出
版
す
る
計
画
が
パ
ト
ナ
の

∞
任
問
吋
山
口
仏

C
江田国間

H
N
2
2
2
r
ω
2
u
q
 
(
現
在
の
田
宮
門
岡
山
町
田

2
2
v
ω
0
2
2
ユ
に
よ
っ
て
た
て
ら
れ

以
下
の
よ
う
に
刊
行
さ
れ
た
。

〉
ロ
〉
ロ
ロ

2
5
0同
任
問
。
広
三

2
0同
司
戸

5
2
E
5
0
ω
l
H
O
W
包・

σ可
〈

-
E
-
T品目
O
P
E
M∞
・
(
〉
・
司
・
と
略
称
)

〉ロ

K
F
2
2
E
o
h
p印
巴
∞

5
2
0
h
ω
g
z
z
f口
出
口

l
出
、
え

-S(UHW-kr巧・

0
5
5
B
伊
豆
〉

-
H
V
.
F
5
4
ω
戸田門戸

同一出品・

(
〉
・

ω・
と
略
称
)

〉
ロ
〉
口
口

0
5円
。
ご
宮
口
百
円

-
2
0同
∞

E
ぬ
と
吉
片
岡
口
同
∞

H
O
i
ロw
E・寸可
〉

同μ
・
回
山
口
印
一
之

F

ω戸田
qrHCωω
・

(kr・
切
}
ゲ
と
略

- 78ー

和、〉
ロ
〉
ロ
ロ

0
5件。
H
F白
口
町
田
丹
江
口
仲
田
丘
四

r
R
E己
句
伊
丹

E
E
H∞
戸

l
ロv
y
c
F
V
包

-
S
』
・
何
者
・

T
5
2岨ロ・仏・

(〉・切

-HV.

と
略
称
)

な
ら
な
い
場
合
が
ま
だ
あ
る
し
、

し
か
し
こ
れ
ら
は
、
∞

5
『

g
g
が
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
に
つ
け
た
統
計
表
を
完
全
に
は
採
録
し
て
い
な
い
の
で
、
何
日
・
に
依
ら
な
く
て
は

(
6
)
 

何
-
H

・
に
依
る
ほ
か
は
な
い
。

ビ
ハ

l
ル
州
以
外
の
諸
県
の
記
事
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り

パ
ト
ナ
版
の
編
者
た
ち
に
よ
る
と
、
後
年
の

ω
S
E
t
s
-
〉
2
0
5己
や

C
S
E
R
2
の
編
纂
者
は

切
戸
島
田
ロ
自
の
報
告
か
ら
知
識

を
得
ょ
う
と
し
た
、

と
い
う
。
編
者
の
一
人
]
問
看

-
T
g
g
は

回
μ

与
問

E
ロ

の
統
計
に
つ
い
て

「
経
済
と
農
業
に
関
す
る
か
れ
の

詳
細
な
表
の
統
計
学
的
価
値
を
論
じ
る
の
は
む
ず
か
し
い
。
か
れ
の
作
物
統
計
は
、
近
年
の
調
査
や
査
定
報
告
の
結
果
と
、
何
ら
か
の
比

へ

7
)

較
が
正
確
に
行
な
え
る
よ
う
な
方
法
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
農
業
人
口
に
つ
い
て
の
、
農
耕
規
模
か
ら
の
推
定
に
も
と
ぶ
つ
い
た
か
れ
の



(
8
)
 

見
積
り
は
、
も
し
所
与
の
地
域
に
対
応
す
る
比
較
を
す
る
な
ら
ば
、
後
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
と
著
し
く
一
致
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
回
ロ
ロ

E
Eロ
の
報
告
が
豊
富
な
知
識
の
源
泉
で
あ
っ
て
、
か
れ
の

へ
9
)

統
計
が
か
な
り
信
頼
し
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
調
査
対
象
が
多
岐
に
わ
た
っ
た
こ
と
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
人
の

う
」

(〉・∞

-
H
Y
'
H
E
E
(
F
2
5
p
同)・
4
)

イ
ン
ド
に
つ
い
て
の
知
識
の
程
度
、
あ
る
い
は
交
通
手
段
の
未
発
達
な
ど
に
禍
さ
れ
て
、
後
年
の
研
究
者
の
興
味
か
ら
み
て
不
十
分
な
記

述
や
誤
ま
り
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
歴
史
や
遺
跡
の
部
分
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
用
い
る
の
は
上
掲
諸
報
告
の
一
部
分

の
み
で
あ
っ
て
、
筆
者
と
し
て
は
稿
を
改
め
て
他
の
部
分
を
も
消
化
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

住

民

の

階

層

区

分

回
5
r
g
g
は
各
県
の
借
地
人
層

5
5
5
4
を
四
つ
の
階
層
か
ら
な
る
も
の
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
区
分
の
仕
方
は
県
に
よ
っ
て

- 79ー

ち
が
い
が
あ
る
。
区
分
法
そ
の
も
の
の
名
称
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
在
地
の
慣
行
に
よ
る
も
の
ら
し
く
、
ロ

5
r
g
g
の
案
出
し
た

も
の
で
は
な
い
。
各
階
層
に
つ
い
て
の
説
明
に
入
る
前
に
そ
の
摘
要
を
掲
げ
る
。

l 

郷
紳
の

B510}ν
白v
吉
田
県
、
岡
市
、

。
若
田
県
、

ω
E
E
E仏
県
で
は
誌
同
州
民
(
〉
宮
円
以
)
と
よ
ば
れ
る
。
他
の
二
県
で
も

白骨門出同

と
よ
ん
だ
か
否
か
は

〉
・
回
「
・
と
〉
・

ω・
で
は
不
明
で
あ
る
。

∞
cnr吉
田
ロ
は
こ
の
階
層
を
時
に

r-mr
口
問
団
司
い
巾
田

と
記

し
、
性
格
を
評
し
て

日L
r
g
と
も
よ
ぶ
。

2a 

商
人
叶

E
P
H由
。
旬
間
同
口
出
県
、
岡
市
、

。
ミ
ー
田
県
で
は

σ白
rr即日

(rzρ
巴
)
、
∞
}
阿
国
}
阿
国
寸
怠
ー
県
で
は
、
ゲ
白
}
同
日
内
包
の
ほ
か
ゲ
出
口
町
可
M
V

筆と
者 も
tこ巳4

は 己
疑佐
間宮
で仏

且1I
あ同
るG と
0" も

よ
ば
れ
る
カミ

こ
れ
ら
の
名
称
、
が
白
骨
法
と
同
じ
程
度
に
階
層
名
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
、

〉
.ωr・
と
〉

.ω.
に
は
い
両
人
が
一
つ
の
階
層
を
な
す
も
の
と
し
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

北
大
文
学
部
紀
要



十
九
階
一
紀
初
期
の
ヒ
ハ

l
ル
州
に
お
け
る
何
回
J

吉
伸
の
階
層
構
成

官
一
同
白
田

2b 
(Jq 
fも

y 職
r 人
間
円片、

(Jq円
同 .... 

円円、

と号
も.(!I

L、吋
--h吋

れ長
る竺民

D 
(p 

ロ

E
Z同
県
、
同
市
、

。
昌
同
県
で
は
℃
田
口
巳
可
何
回
と
よ
ば
れ
、

ω}凶
同
}
戸
田
宮
仏
県
で
は
℃
日
ロ
t

〉
-
H
U

・
切
と
〉
・

ω・
と
の
報
告
本
文
で
は
、

∞
己
(
げ
}
出
口
田
口
は
〉
江
戸
内
庁

2
m
と
記
し
て
い
る
が
、

kr
・]ν
・
と
〉
・
切
「
・
と
で
は

吋

E
仏

2
5巾ロ

と
書
き
、
原
地
語
の
呼
称
を
あ
げ
て
い
な
い
。

3 

農
民

E
c
a
r
B巾ロ。

。
出
可
同
県
で
は
』
。
片
山
可
向
、

ω}同
m
H
}

戸
田
ゲ
戸
仏
県
で
は

何
ハ
ロ
ロ
仏
戸
ぬ
同
ロ

と
よ
ば
れ

般

H
J吉
田
県
、
同
市
、

hzz
と
も
通
称
さ
れ
る
。

下
級
小
作
人
口
口
仏

2
ぉ
E
E。
原
地
語
の
名
称
は

}S-E。
H
J
H
門
口
門
司
戸
と
切
}
戸
田
c
m己目)戸門

と
の
両
県
の
最
下
級
階
層
と
し
て

4 
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ー
か
ら

3
ま
で
の
諸
階
層
が

N
自
民

E
U同

か
ら
借
地
す
る
の
に
対
し

4
の
階
層
は
ー
か
ら

3
ま
で
の
諸
階

層
の
保
有
地
を
転
借
す
る
。

-80 -

以
上
を
整
理
し
て
み
る
と

]
J
H
E
県
、
岡
市
、
の
品
目
県
、

ωEE-)包
県
の
住
民
は

l
・
h
-
払
・

3
の
四
階
層
に
、

P
肖ロ片山『田県、

∞
y
g
m己
吉
岡
県
の
住
民
は

1
・
払
・

3
・
4
の
四
階
層
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
後
述
す
る
所
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
、
以
上
の
階
層
区
分
の
仕
方
に
は
あ
い
ま
い
な
点
が
あ
っ
て
、
特
定
の
階
層
に
与
え
ら
れ
て
い
る
名
称
は
そ
の
階
層
に
属

す
る
と
さ
れ
る
諸
個
人
の
現
実
の
職
業
と
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
現
実
に
は
、
特
定
の
職
業
が
い
く
つ
か
の
階
層
に

ま
た
が
っ
て
現
わ
れ
、
あ
る
階
層
に
属
す
る
個
人
が
他
の
階
層
の
名
称
と
な
っ
て
い
る
職
業
に
つ
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
兼
ね
て
い
る
場

合
が
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。

以
下
各
階
層
の
内
容
に
立
入
る
に
先
立
っ
て
、

回
己
口
町
田
口
出
口
が
推
定
す
る
各
県
階
層
別
人
口
構
成
を

〉
-
∞
・
司
;
戸
【
)
・
吋
い
山
ωu
開山・

「
〉
-
M

℃刊
H
L
W
e
H
)
・
品
一
日
。
℃
門
戸
門
戸
℃
・

gkrc℃
2
F
民
、
〉
日
ν}μ

白ロハ
H
W
V

℃・一

か
ら
抜
#
卒
し
て
崎
、
げ
て
お
く
。
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- 81ー

国
ロ
ロ
ゲ
田
口
田
口
の
い
わ
ゆ
る
の
町
民
々
を
構
成
す
る
の
は
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
で
は
、
四
円

S
B
S
と
関
宮

E
3
の
両

g呂
田
に
所
属
す
る

者、

H
N
旦
HUE
と

穴
mw
吉
田
岳
同

を
称
す
る
す
べ
て
の
商
人

(
B
2
n
E
E乙
で
あ
り
、
商
人

ム
ス
リ
ム
で
は

ω
同
司
王

H
V
2
E
F
Zロ
m
r丘
、
が
郷
紳
に
数
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
ヒ
ン

ド
ゥ

l
の
高
位
カ

l
ス
ト
に
属
す
る
者
と
、
予
言
者
の
末
商
お
よ
び
イ
ン
ド
を
統
治
し
た
ム
ス
リ
ム
諸
族
の
後
葡
と
が
、
郷
紳
層
を
形
成

と
の
両
カ

l
ス
ト
に
属
す
る
者
、

〈回目
b
u可白ー

の
中
に
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
庁
凶
4
白
日
内
を
含
め
る
。

し
て
い
た
。
随
っ
て
郷
紳
と
総
称
さ
れ
る
社
会
的
地
位
あ
る
い
は
身
分
は
生
得
、
世
襲
の
も
の
で
、
そ
こ
に
は
カ

l
ス
ト
的
排
他
性
が
働

い
て
い
た
。

阻
む
同
M
H
同

を
構
成
す
る
種
姓
・
ヵ

l
ス
ト
な
ど
が
示
す
よ
う
に
、
経
済
生
活
に
お
い
て
、

か
れ
ら
は
生
産
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
を
忌
避

北
大
文
学
部
紀
要



十
九
世
紀
初
期
の
ビ
ハ

1
ル
州
に
お
け
る

H
N
5
3同
の
階
層
構
成

官
向
自
国

し
、
農
業
に
関
係
す
る
場
合
も
雇
傭
労
働
力
に
よ
っ
て
農
耕
を
営
久
T
自
ら
は
地
代
を
と
り
た
て
て
暮
す
の
が
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
。

に
忌
避
さ
れ
た
の
は
鋤
を
手
に
し
て
労
働
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

殊

し
か
し
政
治
上
・
経
済
上
の
変
動
を
経
つ
つ
あ
っ
た
十
九
世
紀
の
は
じ
め
に
は
、
世
襲
的
な
職
業
の
み
で
生
計
を
た
て
る
こ
と
は
す
で

の
数
も
多
か
っ
た
。
こ
の
場
合
、
労
働
は
す
る
が
鋤
を
と
る
こ
と
だ
け
は
避

け
た
者
も
あ
れ
ば
、
自
ら
鋤
を
手
に
す
る
ま
で
に
零
落
し
た
者
も
あ
っ
た

0
2
)

伝
統
的
な
種
姓
・
ヵ
l
ス
ト
の
観
念
と
制
度
が
定
め
る
職
業

W小
川
討
は

は
看
過
し
て
さ
し
っ
か
え
な
い
ほ
ど
の
意
味
し
た
持
た
な
か
っ
た
。

に
困
難
と
な
っ
て
お
り
、
農
業
労
働
に
従
事
す
る

国
m
w
H
m
w
h

次
に
示
す
表
は
、
切
口
各
自
由
ロ
が
調
査
し
た
ビ
ハ
I
ル
州
一
市
五
県
の
人
口
中
に
し
め
る
白
骨
民
層
人
口
の
比
率
と
、

第

表

保
有
・
農
業
労
働
の
状
態
を
や
は
り
人
口
比
で
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

全
人
口
に
対
す
る
郷
紳
層
人
口
の
比
率

回
以
ロ
吋
H
H
U
1
m
w

回
目
戸
田
口
問
釦
日
目
口
同

}
U
m片
口
問

H
M
田
口
戸
田。δ、伊ω}阿国

}μ
田
ゲ
凹

ι

域

人

ロ

比

(パ

1
セ

γ
ト
)

県県市

四

四

県

七

県

五

五

県

七

七

か
れ
ら
の
土
地

- 82ー



第

二

表

(
剖
)

郷
紳
層
の
う
ち
の
土
地
保
有
人
口
と
労
働
人
口
の
比
率
(
括
弧
内
は
全
人
口
に
対
す
る
比
率
)

地

域

農
業
を
営
ま
な
い
者

同

ν州
凶
同
口
問

市

九

九

・

九

(
四
二
一
・
八
)

五

・

六

(
四
・
九
)

一

・

七

(三・

O
)

・1

、

、

，

t
u

一

/

.

ヰ

ノ

(
一
一
了
四
)

同
〉
同
片
岡
凶
同

県

。3s

県

ω}凶
印
『
田
ゲ
同
《
山

県

し土
な地
いを
者持

てコ
ヵ:
労
働
t主

0

・
一

(
0
・
四
)

八

・

O

(
八
・
九
)

二

・

凶

(一一一・一)

七

・

三

っ
て
七
)

一
土
地
を
持
っ
て
鋤
耕
以

一
外
の
労
働
を
行
う
者

四

二

・

九

(
一
一
二
・
ム
ハ
)

七

0

・
一

(
一
七
・
九
)

-

J

t

、、

r
L
U

二

一

一
F
ノ

.

」

j
J

(
一
四
・
七
)

土
地
を
持
っ
て
自
ら
鋤

耕
す
る
者

三

・

五

(
四
・
三
)

五

・

八

三
・
五
)

四

四

・

九

こ
六
・
九
)

- 83ー

]
U

由
同
ロ
戸
市
を
除
い
て
、
コ
一
県
を
平
均
す
る
と
、
聖
職
・
軍
役
・
商
業
な
ど
で
生
活
す
る
者
は
、
郷
紳
層
人
口
の
一
二
軒
強
に
す
ぎ
ず
、

不

に
よ
っ
て
農
業
を
営
ん
で
お
り
、

労
働
地
主
も
平
均
的
に
は
一
六
軒
弱
で
あ
る
。
半
数
以
上
が
自
家
労
働
力
と
雇
傭
・
僕
稗
労
働
力
の
双
方
、
あ
る
い
は
自
家
労
働
力
の
み

。
若
田
県
で
は
両
労
働
力
兼
用
が
七

O
軒
を
こ
し
て
い
る

が
半
数
近
く
も
あ
る
。

ω「
回
目
阿
国
}
)
国
仏

県
で
は
鋤
を
手
に
す
る
者

ム
ス
リ
ム
共
に
高
位
カ
l
ス
ト
に
属
す
る
人
々
の
大
半
は
、

∞
己
ロ

r
g
g
の
報
告
は
農
業
の
経
営
規
模
に
つ
い
て
ふ
れ
る
所
が
な
い
の
で
断
定
で
き
な
い
が
、

ヒ
ン

r'
ゥ

l

・

比
較
的
裕
福
な
農
民
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
人
々
の

教
育
程
度
は
概
し
て
低
く
、
伝
統
的
職
業
の
要
求
す
る
知
識
を
欠
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

自
負
心
だ
け
は
捨
て
て
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

郷
紳
層
は
そ
の
高
い
カ
l
ス
ト
身
分
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
土
地
保
有
に
お
い
て
も
、
家
屋
・
庭
園
の
用
地
は
地
代
を
支
払
わ
ず

北
大
文
学
部
紀
要

生
得
的
な
カ
l
ス
ト
身
分
に
も
と
づ
く



十
九
世
紀
初
期
の
ビ
ハ

l
ル
州
に
お
け
る
同
尺
匂
え
の
階
層
構
成

高
畠

に
保
有
し
、
あ
る
い
は
一
般
農
地
を
も
カ
l
ス
ト
身
分
の
低
い
農
民
よ
り
は
よ
り
低
率
の
地
代
で
保
有
す
る
特
権
を
享
受
し
て
い
ね
ル

か
し
こ
う
い
う
特
権
に
対
す
る
慣
習
法
的
な
保
証
は
、
か
れ
ら
の
労
働
忌
避
を
も
は
や
実
行
不
可
能
と
し
た
諸
条
件
の
下
で
は
、
そ
の
実

質
的
な
意
味
を
減
じ
て
い
た
場
合
丸
か
り
、
特
権
を
維
持
す
る
た
め
の
手
段
を
郷
紳
自
身
が
意
識
的
に
と
っ
て
も
い
た
と
も
い
ね
い
U

る。
し

一
方
、
農
業
労
働
に
た
ず
さ
わ
り
、
以
上
の
特
権
を
も
実
質
的
に
は
失
っ
て
い
た
阻
む
同
位
農
民
は
、
地
方
に
よ
っ
て
は
勤
勉
な
農
民
と

隔
し
て
報
告
さ
れ
て
お
り
、
註
(
お
)
所
引
の
H
M
H
M
H

ロ
山
首
県
の
例
の
み
が
全
体
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
以
上
に
述
べ
た
阻
む
品
問
の
土
地
保
有
・
農
業
労
働
へ
の
関
わ
り
方
そ
の
他
を
通
し
て
、
そ
こ
に
ピ
ハ

l
ル
州
内
部
の
地
域
的
な

差
が
み
ら
れ
る
点
を
注
意
し
て
お
こ
う
。

五

商

人

層

お

よ

び

職

人

層

一司 84一一

商
人

H
，

zrg
は
人
口
も
少
な
く
、
農
業
・
土
地
保
有
と
の
関
係
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
が
、

の
中
に
加
え
て
そ
の
第
二
の
階
級
を
な
す
も
の
と
し
て
報
告
し
て
い
る
。
土
地
を
保
有
し
て
も
郷
紳
層
と
同
じ
く
労
働
を
忌
避
し
て
、
僕

蝉
を
用
い
て
耕
作
す
る
。
統
計
の
あ
る
前
出
の
一
市
三
県
に
つ
い
て
、
以
下
に
人
口
比
率
を
示
す
。

H
Y
H
円

E
ロ
告
は
商
人
を
も

F
H
5
2

第

lEEi 地 I~
全
人
口
に
対
す
る
商
人
層
人
口
の
比
率

域

人

口

域

人

口

比

県市

九四

県県

i¥.. 1m 



地

商
人
層
に
よ
る
土
地
保
有
率
(
括
弧
内
は
全
人
口
に
対
す
る
比
率
)

域

農

jill 

を

J寺

ペコ

者

農

地

を

持

た

な

い

者

第

四

表
同
以
同
一
円
白
血

市

O 

0

・。
(
九
・
六
)

0

・

O

(
四
・
一
)

ご
、
、
-

」

ノ

一
(
一
・
七
)

一
一
一
・
一
一

(二一・一一)

HMmwcg 

県

ほ
と
ん
ど
な
し

O 

。3wmw

県

一
二
・
九

(
0
・
一
)

六

・

八

(
0
・
二
)

ブL

ω印

H
同
月
回
目
白
寸
同

L

県

:iL 

職
人
〉
え

5
8
2
は
商
人
と
と
も
に
、

回ロロ

r
g
g
の
報
告
で
は
可
え
ロ

p
c
a
p
ω
}凶日
r戸

ゲ
白
仏

一
市
三
県
の
第
三
の
階
層
を
な
し

ー が ー

て
い
る
。
こ
の
階
層
の
固
有
の
職
業
は
非
農
業
的
手
工
技
術
労
働
で
あ
っ
て
、
農
業
生
産
に
対
す
る
か
れ
ら
の
関
係
は
、
付
農
業
労
働
を

一
切
行
な
わ
ず
、
手
工
技
術
労
働
の
み
で
生
計
を
営
な
む
、

M
H
土
地
を
保
有
し
な
が
ら
、
手
工
技
術
に
よ
る
賃
仕
事
の
な
い
時
に
の
み
、

農
業
労
働
に
従
事
す
る
、
日
開
土
地
を
保
有
し
て
一
雇
傭
労
働
力
に
よ
っ
て
農
業
を
営
な
む
、
同
賃
仕
事
の
な
い
時
に
、
補
助
農
業
労
働
力
と

の
形
態
に
要
約
さ
れ
勾
九
以
下
に
表
示
す
る
よ
う
に
、

H
J吉
田
市

し
て
雇
傭
さ
れ
る
、
伺
農
業
と
手
工
業
と
の
家
族
内
分
業
を
行
な
う
、

の
職
人
層
は
完
全
に
農
業
生
産
か
ら
分
離
し
て
お
り
、
他
の
三
県
で
も
職
人
層
の
過
半
数
は
手
工
技
術
労
働
の
み
で
暮
し
て
い
た
が
、

な

お

四
O
軒
が
兼
業
し
て
い
た
。
一
雇
傭
労
働
力
に
よ
っ
て
農
業
を
営
な
む
職
人
層
は

司
氏
ロ
同
県
以
外
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
家
族

内
農
工
分
業
は
表
で
は
明
ら
か
で
な
く
、

ま
た
統
計
値
を
示
す
こ
と
自
体
が
技
術
的
に
困
難
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
手
工
業
の
み
で
生
計

北
大
文
学
部
紀
要



十
九
世
紀
初
期
の
ベ
ハ

l
ル
州
に
お
け
る
何
回

hqえ
の
階
層
構
成

高
自
由

を
た
て
る
職
人
の
人
口
比
率
が
高
い
こ
と
は
、
村
落
共
同
体
内
分
業
の
反
映
と
し
て
一
応
の
理
解
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

職
人
人
口
率
が
極
め
て
低
い
点
に
つ
い
て
は
、
報
告
本
文
の
中
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

い
て
こ
の
問
題
を
扱
う
こ
と
も
ロ

5
E
Eロ
は
試
み
て
い
な
い
。

〔

剖

)

第

五

表
地

全
人
口
に
対
す
る
職
人
層
の
人
口
比
率

第

ノ、 l

表341句切司
vl 同 ロ司戸

g z E 
官官
同コ
戸
ドーs

域

人

地

域

口

比

市県県

五八 O

O 六六

】

u
a
E

O
白
山
、
白

ω}戸田
rmwr釦

門
日

県県県

地

職
人
層
の
土
地
保
有
率
と
農
業
就
労
率
(
括
弧
内
は
全
人
口
に
対
す
る
比
率
)

農
地
を
も
つ
が
自
分
で
は
農
業

労
働
を
し
な
い
者

H
M
由
片
岡
高

H
V
回
同
口
戸。31同

ωr同
]
同
開
ゲ
国
内
山

j或

完
全
に
自
分
の
職
業
で
暮
す
者

市

0

0

・
0

(
二
五
・

O
)

武

二

・

ム

ハ

(
五
・
七
)

'

K

L

 

F

ノ

J

t

ノ

(
一
了
八
)

0

・

八

(
九
・
八
)

県県

七 五

県

二

O

(
一
-
一
二
)

一
-

L

¥

(
0
・
一
)

ほ
と
ん
ど
な
し

。
宅
内
岡
県
の
み

ま
た
個
別
的
な
職
種
と
の
関
連
に
お

人

口

比

三四 O

時
々
は
自
分
で
、
ま
た
は

傭
わ
れ
て
土
地
を
耕
す
者

ほ
と
ん
ど
な
し

五

四2
7
八
)

九

・

五

(
一
・
九
)

九

・

二

(
四
・
一
) 九八八
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HJHE-3d
一回

rgm日
ザ
ロ
円
両
県
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
商
人
司

E
p
g
と
職
人
〉

E
h
n
m
g
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
第

第
三
の

階
層
を
構
成
す
る
こ
と
な
く
、
職
人
叶
同
包
2
5巾
ロ
と
し
て
郷
紳
の
次
に
位
す
る
。

H
M
ロ
ロ
己
可
戸

県
の
職
人
層
は
、
僕
牌
や
小
作
人
の
労

働

力

に

よ

っ

て

耕

作

す

る

農

地

の

保

有

者

を

含

み

、

県

で

は

、

こ

の

よ

う

な

農

地

保

有

者

を

も

含

む

と

同

時

に

季

節

的
な
農
工
兼
業
を
行
な
う
者
が
多
か
っ
た
。
総
人
口
に
対
す
る
こ
の
階
層
の
人
口
比
率
は
、
前
掲
第
五
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

∞}同同出関口
--MZ
同

こ
の
両
県

に
お
い
て
、
商
人
層
が
一
階
層
を
構
成
し
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
は
、

回

Hgmロ
ザ
日
県
で
は

0
・
七
軒
に
し
か
な
ら
ず
、

か
れ
ら
の
人
口
比
率
が

P
H
H
E
E
県
で
は
全
人
口
の

0
・
五
軒

一
階
層
を
形
成
す
る
ほ
ど
の
大
き
さ
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
か
と
思
わ
れ
る
。

断
定

で
き
る
だ
け
の
根
拠
は
な
い
が

こ
れ
ら
の
商
人
つ
ま
り
∞
同
ロ

q
u
は
恐
ら
く
斗

E
F
m
B
mロ
に
含
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ノ¥

j農

民

層

0
0
 

切
出
口
}
戸
田
ロ
自
の
い
わ
ゆ
る

2
0ロ
m
r
B
mロ
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
司
ロ

s
f
p
回
g
五
百

J
2
両
県
で
は
借
地
人
層
の
第
三
層
に
、

H
J旨
同
帽
の
者
向
両
県
で
は
そ
の
第
四
層
に
、
そ
れ
ぞ
れ
数
え
ら
れ
る
。
こ
の
階
層
を
構
成
す
る
諸
個
人
の
経
済
的
・
社
会
的
な
境
遇
は
多

様
で
あ
っ
て
、

土
地
を
保
有
す
る
自
営
農
民
、

土
地
を
保
有
し
な
い
分
益
小
作
農
民
、
季
節
的
補
助
農
業
労
働
者
、

そ
れ
に
日
傭
い
農
業

労
働
者
か
ら
僕
稗
、
奴
隷
ま
で
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
も
自
営
農
民
中
の
富
裕
な
部
分
に
は
農
商
兼
業
を
行
な
う
者
も
あ
り
、

そ

の
商
業
の
内
容
も
居
住
地
の
近
隣
に
お
け
る
貨
幣
そ
れ
に
お
そ
ら
く
は
現
物
を
も
っ
て
す
る
小
規
模
の
融
資
か
ら
、

商
業
ま
で
を
含
ん
で
い
い
官
郷
紳
・
商
人
・
職
人
層
の
一
部
と
農
民
層
の
富
裕
な
部
分
が
、
同
ν
日
目
白
色
付
伊
三

3
2
Hの
下
で
は
、

一
定
地
域
内
の
交
易

N 
同

日
間
口
仏
智
の
所
有
地
の
あ
る
部
分
を
租
借
す
る
借
地
人
お

5
2
で
あ
る
の
に
対
し
、

こ
れ
ら
諸
階
層
の
右
の
よ
う
な
保
有
地
を
転
借
し

て
農
業
に
従
事
す
る
農
民
も
存
在
し
た
。

」
の
農
民
層
は

PH吋
己
ヨ
県
、

切}阿山口
m

州
国
ザ
ロ
同
県
東
南
部
に
み
ら
れ
た
も
の
で
、
問
。

-E
ま

北
大
文
学
部
紀
要



十
九
世
紀
初
期
の
ビ
ハ

l
ル
州
に
お
け
る
問
主
吉
伸
の
階
層
構
成

宮
町
白
白

た
は
同
日
E
ロ
ロ
と
よ
ば
れ
た
が
も
イ
巳
ロ
P

。ap
ω
町
戸

}gσ
邑
ー
県
に
は
こ
の
階
層
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
(
ぜ

分
益
小
作
も
司
え

E'

。ap
ω
r
E与
包
三
県
で
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
ず
、

以
下
に
一
市
五
県
の
農
民
層
人
口
の
全
人
口
に
対
す
る
比
率
と
、

を
表
示
す
る
。

第

七

表
地

同

ν口
同
口
町
山
、
同

ω印
H
同
町
田

σ州民
凶

H
M
白
片
岡
戸
但

第

八

表

全
人
口
に
対
す
る
農
民
層
の
人
口
比
率

域

人

口

比

ハ
招
)

型
高
石
一
色
七
日
県
で
も
多
く
は
な
か
っ
た
。

一
市
三
県
の
農
民
層
の
土
地
所
有
お
よ
び
農
業
労
働
に
対
す
る
関
係

地

域

人

口

比

市県県

三:じ r七

一八六

一一一一

県県県

四六五

五七三

]ι
同
一
江
戸
問。δ占

ω}凶同
rmHσ
目
仏

地

農
民
層
の
土
地
保
有
率
と
農
業
労
働
の
形
態
(
括
弧
内
は
全
人
口
に
対
す
る
比
率
)

日
傭
い
労
働
者
と
し
て
働
く
者

H
U
間
同
口
同

H
M
m
W
4
h

ロ出。m一可同

域

自
分
の
農
地
を
耕
作
す
る
者

市

四

九

・

八

(
三
ご

7
八
)

(七

五
¥ J  

県

五

五

一
(
二
九
・
四
〉

県

鋤
耕
民
と
し
て
仕
え
る
者

九

九(
一
九
・
七
)

一

九

・

九

(一一一・一一一)

五

O

(
一
了
七
)

四

・

二
(
二
八
・
七
)

七

九
(
五
・
四
) O 九四
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ω「同}回同}〕同《凶

県

六

四

五
(
二
九
・

O
)

(
一
四
・
一
)

四

一
三
・
九
)

農
民
層
は
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
市
場
地
の
司
伊
吉
田
市
を
除
け
ば
、
各
県
に
お
い
て
人
口
の
最
大
部
分
を
占
め
、

五
軒
を
最
低
と
し
、
他
県
で
は
い
ず
れ
も
過
半
数
、

]UEロ
円
山
主
回
町
山
口
市
山
田

f
日

ω『同

E
r包
県

の

四

両
県
で
は
四
分
の
三
以
上
に
達
す
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち

土
地
を
保
有
す
る
自
営
農
民
は
第
八
表
所
掲
の
三
県
で
は
約
半
数
以
上
に
な
り
、
土
地
を
保
有
し
な
い
臨
時
的
、
季
節
的
農
業
労
働
者
は

四

O
軒
前
後
に
も
な
る
が
、
日
傭
い
労
働
者
は
五
な
い
し
八
軒
に
と
ど
ま
る
。
分
益
小
作
人
・
下
級
小
作
人
な
ど
の
人
口
比
に
つ
い
て
は

国

土豆
地 区
を足
保ロ
有は
し ま
なつ
いた

農 く
民aふ
の〉れ
うて
ちい
、な

L 、
似
LEmwH
と
は
自
ら
所
有
す
る
役
立
回
を
も
っ
て
郷
紳
そ
の
他
の
農
地
の
耕
作
に
従
事
し
、
そ
の
土

地
の
生
産
物
の
半
分
を
う
け
と
る
農
民
を
さ
す
。
そ
の
際
の
耕
作
に
要
す
る
経
費
一
切
は
、
か
か
る
分
益
小
作
人
の
負
担
す
る
所
と
な

る
。
分
益
小
作
人

m
E
r
g
H
と
下
級
小
作
人
目

s
-
E
u
E三
宮
口
と
は
、
共
に
他
人
の
保
有
地
を
転
借
す
る
と
い
う
共
通
の
性
格
ゆ
え
に

混
同
さ
れ
や
す
い
喝
所
与
の
記
述
の
範
囲
内
で
判
断
す
る
限
り
、
両
者
の
差
は
小
作
料
が
生
産
物
の
半
額
で
あ
っ
た
か
、

~ 89 ~ 

あ

る

い

は

八
法
外
な
地
代
(
同
国
ロ

H
Z
8
0
Vで
あ
っ
た
か
、

と
い
う
点
以
外
に
は
求
め
難
い
。
耕
作
権
の
期
間
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、

ま
っ
た
く
言

及
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
現
実
に
は
、
自
営
農
で
小
作
を
も
併
せ
て
行
な
う
者
が
あ
っ
た
が
こ
れ
は
統
計
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。

僕
稗
(
印

2
4
8仲
間
)
ま
た
は
八
鋤
耕
民

(Egm]H58)
と
し
て
仕
え
る

V
守
口

y
}内似吋間口門目指凶ロ

(
H・

2
州
内
・
v
d『

}Hog-内
目
印
叩
H
i

ぇ
8
2
1
0己
m
r
B
B
)
は
、
主
人
に
対
す
る
負
債
を
一
定
期
間
の
役
務
に
よ
っ
て
返
済
す
る
た
め
に
か
れ
ら
の
労
働
力
が
要
求
さ
れ

る
期
聞
を
、
月
、
ぎ
め
あ
る
い
は
季
節
ぎ
め
で
農
業
・
牧
畜
労
働
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

雇
傭
主
は
こ
れ
ら
の
僕
稗
に
現
物
あ
る
い

北
大
文
学
部
紀
要



十
九
世
紀
初
期
の
ビ
ハ

i
ル
州
に
お
け
る
何
回
寸
可
丘
の
階
層
構
成

官
同
白
川
町

は
前
貸
の
場
合
は
貨
幣
を
も
っ
て
賃
金
を
支
給
し
、
賃
金
の
前
払
い
に
よ
っ
て
長
期
に
わ
た
っ
て
か
れ
ら
を
僕
蝉
と
し
て
緊
縛
す
る
こ
と

H司PιJm

う
も
の
で
あ
つ
た
が
、
他
県
で
は
こ
れ
は
子
に
及
ば
な
か
っ
た
。
僕
牌
は
鋤
刻
を
主
と
す
る
特
定
の
農
業
労
働
の
た
め
に
、
債
務
の
存
続

も
で
き
た
。

す
る
間
だ
け
債
権
者
の
農
地
で
労
働
す
る
が
、
完
全
な
人
身
的
拘
束
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
く
、
労
働
時
間
も
ほ
ぼ
一
定
し
、
そ
れ
以

上
の
労
働
に
は
報
酬
が
加
増
さ
れ
同
小
役
畜
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
雇
傭
主
が
提
供
し
た
が
、
農
器
具
の
提
供
は
よ
り
少
な
く
、
僕
蝉
自
身

が
農
器
具
を
所
有
す
る
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

僕
蝉
の
中
に
は
以
上
の
ほ
か
に
、
雇
傭
主
が
提
供
す
る
土
地
と
役
畜
と
農
器
具
と
を
も
っ
て
農
業
生
産
に
従
事
す
る
者
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
役
畜
所
有
の
有
無
と
い
う
点
で
分
益
小
作
人
記
E
U
H

と
は
異
な
る
。

」
れ
は
現
実
に
は
土
地
転
貸
の

一
形
態
で
あ
る
が

-90 ~ 

H
V
C

百
円
可
同
'
回
宮
口
ぬ
一
色
ワ
日
両
県
で
は
こ
の
転
借
地
の
地
代
は
労
働
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
、

労
働
地
代
率
は
時
間
的
か
っ
空
間
的
に
六
六

な
い
し
七
三
軒
に
定
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
場
合
、
小
作
人
に
求
め
ら
れ
る
の
は
概
ね
鋤
刻
労
働
の
み
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
種
子
と
鋤
耕
以

〈
回
)

外
の
労
働
の
費
用
と
は
、
地
主
・
小
作
関
係
に
入
り
こ
ま
な
か
っ
た
。

ロ
ゲ
山
口
関
白
ザ
日
県
南
部
、

]ι
国

g
p

。ap
ω
}阿
佐
田
寸
包
三
県
で

(
日
)

は
こ
れ
が
生
産
物
地
代
の
形
態
を
と
る
所
が
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
の
地
代
率
は
五

O
軒
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
こ
の
形
態
の
農
耕
僕
牌
は
後
述
す
る
奴
隷
と
は
異
な
り
、
主
人
つ
ま
り
債
権
者
に
対
し
て
債
務
の
あ
る
期
間
は
労

働
力
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
註
に
引
用
し
た
記
事
が
示
唆
す
る
よ
う
に
債
権
者
の
た
め
の
労
働
だ
け
で
な
く
、
自
己
の

た
め
の
労
働
を
も
行
な
い
得
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
他
の
形
態
を
と
る
農
民
が
必
要
に
応
じ
て
、
あ
る
時
聞
を
僕
稗
と
し
て
の
労
働

に
割
い
て
家
計
を
充
足
し
た
こ
と
も
充
分
に
推
測
さ
れ
る
。

日
傭
い
労
働
者
会

a
r
t
o日
日
田
)

は
、
鋤
で
耕
す
こ
と
以
外
の
労
働

つ
ま
り
除
草
、
移
植
、
給
水
な
ど
に
従
事
す
る
も
の
で
、



時
に
田
b
H
位
以
外
の
一
般
農
民
が
こ
れ
を
兼
業
す
る
こ
と
も
あ
り
、
前
節
に
み
た
よ
う
に
職
人
層
に
も
こ
れ
を
兼
業
す
る
者
が
少
く
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

奴
隷
(
印

-
2
2
)
は
完
全
な
不
自
由
民
で
あ
っ
て
、
売
買
の
対
象
と
な
り
、
婚
姻
に
対
し
て
も
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
奴
隷
は
主

人
の
家
ま
た
は
お
そ
ら
く
主
家
の
敷
地
内
に
設
け
ら
れ
た
小
屋
に
住
ん
で
、
家
内
労
働
・
農
業
労
働
に
使
役
さ
れ
、
主
人
か
ら
衣
食
と
賃

金
を
支
給
さ
れ
て
い
た
。
自
由
民
が
貧
窮
し
て
身
を
売
っ
て
奴
隷
と
な
る
例
も
少
く
な
く
、
奴
隷
の
出
身
カ
l
ス
ト
は
一
定
し
て
い
た
。

(
回
)
(
臼
)

奴
隷
人
口
の
比
率
は
む
し
ろ
極
め
て
低
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

七

鋤
と
耕
牛
と
の
階
層
別
配
分
率

そ
れ
に
先
立
っ
て
、

切
ロ
ロ
「
同
ロ
田
口
、
が
推
定
し
た
司
三
ロ
m
w
w

。ap
ω
}戸田}戸田
σ
包

一
市
三
県
の
各
階
層
の
人
口
と
そ
の
土
地
保
有
・
農
業

~ 91ー

次

ロロロ}阿国ロ白ロ

の
推
定
に
随
っ
て
、
各
階
層
ご
と
に
鋤
の
所
有
率
と
、
鋤
に
つ
け
て
使
役
さ
れ
る
耕
牛
の
配
分
率
と
を
み
る
。

労
働
を
基
準
と
し
た
分
類
と
を
も
と
に
し
て
、
全
人
口
を
農
地
保
有
者
と
非
農
地
保
有
者
に
、

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
を
農
業
者
と
非
農
業
者

に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
全
体
に
お
い
て
占
め
る
率
を
百
分
比
で
一
不
す
。

第

九

表
地

市

県
の
農
地

←一一 保

有

農
業
労
働
別
人
口
構
成

域

農

地

有

者

~F 

農

j也

保

一七

四 八

七回

2"1 

七一

三 五

1- -1保

有

者

農

業

者

非

曲
かと

業

者

農

業

者

非

農

業

者

H
V

同片岡岡田

司
釦
武
百

県市

00  

二四

七九

八じ

北
大
文
学
部
紀
要



十
九
世
紀
初
期
の
ピ
ハ

l
ル
州
バ
お
け
る
何
回
ぜ
尽
の
階
層
構
成

。3s
ωr由
}
戸
田
ゲ
釦
《
同

こ
れ
で
明
ら
か
な
よ
う
に

高
由
同

県県

六五

ムー

ノ¥ 一一

。

O 三

九三

O 六

六七

四五

い
わ
ゆ
る

同
)
凸
問
団
田
口
門
℃
円
。
℃
門
戸
内
山
件
。
吋

一
一
一
県
の
総
人
口
の
過
半
数
は
農
地
保
有
者
で
あ
り
し
か
も
そ
の
圧
倒
的
部
分

で
あ
っ
た
。
農
業
者
人
口
は
三
県
と
も
に
総
人
口
の
四
分
の
一
二
以

同

ν回
一
け
ロ
戸

市
を
別
と
す
れ
ば
、

が
土
地
を
保
有
す
る
耕
作
農
民
、

同
》
山
片
岡
戸
田

県
に
お
い
て
は
か
な
り
の
高
率
を
示
す
が
、
こ
れ
は
大
市

場
地

HMmEg

上
を
占
め
る
。
不
耕
作
地
主
つ
ま
り
土
地
を
保
有
す
る
非
農
業
者
は

の
後
背
地
と
し
て
の
岡
県
の
地
域
的
特
殊
性
に
よ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
他
の
二
県
で
は
不
耕
作
地
主
は
極
め
て
少

思

戸

山

口

哲

J
R
を
除
く
一
市
四
県
に
お
け
る
鋤
の
所
有
と
配
分
の
割
合
を
表
に
示
す
。

鋤

な
い
。
こ
こ
で
第
九
表
と
関
連
さ
せ
な
が
ら

の

所

率

第

十

表

門

出

)

A
H
ν
え

E
w
oミ
p
ω
E
E
σ
主
に
お
け
る
鋤
の
階
層
別
配
分

地H
V
同
仲
口
戸

司
釦
丹
ロ
由

。
白
羽
戸

ω日戸
田
}
回
同
ず
田
島

Bii7 

有

域

土
地
を
賃
借
し
役
畜
を
持
つ
者

同

)
r
z
E
U『
白

県県県市

二九七五

五六二 O

一一一一
一一一一

六五六七

土
地
を
賃
借
す
る
者

同

ν
ロ
円
巳
習
に
お
け
る
鋤
の
階
層
別
配
分

四
回
・
二

~92 ー

七 九二百



分
け
前
(
各
国
日
)
の
た
め
に
耕
作
す
る
者

(
問
品
目
凶
山
町
一
吋
)

二
八
・
一

僕
燐
ま
た
は
奴
隷

五却

下
級
小
作
人

五
・
八

凶
同
月
H
d
司
削
片
田

僕

稗

(
回
)

r
m
r田
ロ
グ
占
(
丘
口
)

ム

ノ¥0
・五

鋤
の
総
台
数
は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
確
実
な
断
定
は
で
き
な
い
が
、

A
表
の
八
土
地
を
賃
借
し
役
畜
を
持
つ
者
(
℃

m
g
o
g
者

r
。

百
三
日
山
口
(
山
田
口
門

HEJ1巾
丘

o
n
r
m
)
V
と
八
僕
稗
お
よ
び
奴
隷

V
と
は
そ
れ
ぞ
れ
第
九
表
の
農
地
保
有
者
と
非
農
地
保
有
者
H

農
業
者
と

に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
総
体
的
に
は
、
農
地
保
有
者
に
お
け
る
鋤
の
所
有
率
は
そ
の
人
口
比
に
較
べ
て
よ
り
高
い
、

つ
ま
り
単

間
に
も
鋤
を
持
つ
者
が
か
な
り
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
ら
れ
る
。

も
し
不
耕
作
地
主
と
日
傭
い
労
働
者
と
が
鋤
を
持
た
な
か
っ

- 93ー

位
人
口
当
り
の
所
有
台
数
が
よ
り
多
い
、

と
い
う
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

P
器
g
市
以
外
で
は
、
非
土
地
保
有
農
民
の

た
と
仮
定
す
れ
ば
、

同
)
日
同
ロ

P
。
同
可
m
H

両
県
の
土
地
保
有
農
民
対
非
土
地
保
有
農
民
の
人
口
比
は
、
両
者
の
鋤
の
所
有
率
の
比
と
ほ
ぼ
一

，
致
す
る
こ
と
が
計
算
上
知
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
、

不
耕
作
地
主
が
鋤
を
ま
っ
た
く
所
有
し
な
か
っ
た
と
い
う
根
拠
は
、

ど
こ
に
も
与
え
ら

れ
て
い
な
い
。

B
表
は

同
)
口
]
守
口
問
可
同

県
に
つ
い
て
は
第
九
表
の
よ
う
な
表
を
作
る
て
が
か
り
が
な
く
、
詳
し
い
比
較
は
で
き
な
い
が
、

同
県
の
農
民
一
般
の
階
層
区
分
に
関
し
て
若
干
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
い
え
る
。

続
い
て
、
耕
牛
の
階
層
別
使
用
頭
数
比
を
、

F
H
n
r
g
g
の
推
定
に
も
と
づ
い
て
、

百
分
率
で
示
す
。

北
大
文
学
部
紀
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十
九
世
紀
初
期
の
ビ
ハ
!
ル
州
に
お
け
る
河
田
バ
百
円
の
階
層
構
成

高
白
田

第
十
一
表

新
牛
の
階
層
別
使
用
頭
数
と
そ
の
比
率

耕

牛

頭

数

同

配

分

比

一
産
両
用
の
牡
、
牛
水
牛
な
ど
の
頭
数

[1皆

地

域

層

句E 切E i E宮図 Z 司

県 市県県

農職郷富B農 E郷 農 職 郷 農職|郷

民 E人紳民$紳民人紳民人紳

脳 i尉脳 i脳 i層扇|回層層 l層|脳

五 一六一二
五 九五八一 O 一
四 五二 五 八九一八、、， 、、 、、

-10 八七ー二一六 O 五
六一 六五五三八|八 01010
五七 0101 0 五 O|五 010 10

五 九 [; 二六 一 二
八一八 一八一六二五 O

三一五七 -~I 四五九|五|六
一一一一

耕 両 用耕作 両両 耕:同
作用 用 用作用
用の のの用の
の牡 の水牡の牡
水 牛 牝牛牛牝牛
牛 牛牛

八五
一二 七/、、 、 、、

一 一一四 七二
五 六 000  五 O
o 0 I 0 0 0 I 0 7i 0 

- 94ー



。3『同

県

耳哉

人

層

四
六
、
六
四
五

郷

紳

層

四
八
五
、
七

四
八
・
コ
一

回
・
六

両
用
の
牡
牛

二二、

O
九
五

耕
作
用
の
水
牛

一
一
、
四
五

O

農

民

層

四
七
一
一
一
、
四
三
O

四
戸じ

郷

層

一

二

八

五

一

両
用
の
牡
牛

一四、

O
五
O

O
二、

O
九
O

:丘
四

ω}戸
山
「
白
寸
白
《
日

県

人

層

O 
五

E曲
j主主

民

層

二
二
六
八
五
冗

耕
作
用
の
水
牛

二
四
五

四
0
・
七

こ
こ
で
は
、
司
三
口
同
市
を
除
く
と
、
郷
紳
層
が
用
い
る
耕
牛
頭
数
の
比
率
は
か
れ
ら
の
総
人
口
に
対
す
る
人
口
比
を
上
ま
わ
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
耕
牛
を
直
接
必
要
と
す
る
の
は
農
地
保
有
者
の
み
で
あ
る
か
ら
、
H
V
m
H

片
口
問
ゅ
の
若
田

ω
E
Eず
包
三
県
の
農
地
保
有
者
中
に
占

め
る
郷
紳
層
の
比
率
を
と
っ
て
み
る
と
、

]
ν
m
早
口
同
県
で
は
反
対
の
結
果
が
出
る
が
、
他
の
二
県
で
は
こ
の
傾
向
は
変
ら
な
い
。
農
民
層
の

場
合
は
逆
に
、
同
ν
2
5
市
と
岡
県
を
除
け
ば
、
耕
牛
の
使
用
頭
数
比
率
が
総
人
口
に
対
す
る
か
れ
ら
の
人
口
比
を
下
回
わ
り
、
前
記
の
三

県
の
農
地
保
有
者
中
に
占
め
る
農
民
層
の
人
口
比
を
と
っ
て
も
、
こ
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
耕
牛
は
、
郷
紳
層
・
農
民
層
が
そ

- 95ー

れ
ぞ
れ
自
己
の
保
有
地
に
お
い
て
使
役
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
土
地
を
保
有
し
な
い
職
人
層
の
一
部
と
農
民
層
の
半
数
近
く
と
が
、

は
自
己
の
所
有
す
る
鋤
に
つ
け
て
、
そ
の
耕
牛
と
農
地
と
を
保
有
す
る
他
人
の
た
め
に
使
役
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
農
耕
僕
牌
の
相
当

時

な
部
分
が
鋤
を
保
有
す
る
こ
と
は
、
先
に
み
た
と
お
り
で
あ
り

ま
た
役
畜
を
所
有
す
る
が
土
地
を
保
有
し
な
い

ME}凶
門
川
町
の
存
在
も
考

北
大
文
学
部
紀
要



十
九
世
紀
初
期
の
ピ
ハ
1

ル
州
に
お
け
る
何
回

d
洋
の
階
層
構
成

古
同
町
出

慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
切
戸
岳
山
口
出
口
の
原
表
は
、
各
階
層
「
が
持
つ
鋤
に
つ
け
て
使
用
さ
れ
る

b
r
の
頭
数
を
示
す
も
の
で

あ
っ
て
、
耕
牛
の
所
有
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
先
述
し
た
郷
紳
層
・
農
民
層
の
人
口
比
と
耕
牛
使
用
頭
数
比
と
の
手
離
は
、

の
と
し
て
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
第
十
一
表
の
示
す
職
人
層
の
耕
牛
使
用
比
が
、

か
か
る
も

農
地
保
有
率
の
低
い
か
れ
ら
の
人
口

比
を
上
ま
わ
る
こ
と
は
、
原
表
の
か
か
る
推
計
方
法
に
よ
っ
て
よ
く
説
明
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
随
っ
て
上
述
の
数
値
は
、
少
く
と
も
、

同

)
2
5
市
と
そ
の
狭
小
な
後
背
地

H
J
E
H
同
県
以
外
で
は
、
農
地
保
有
者
の
間
で
も
カ

i
ス
ト
，
身
分
の
高
い
者
は
、

カ
l
ス
ト
身
分
の

低
い
者
と
較
べ
て
相
対
的
に
は
よ
り
多
く
の
農
地
を
保
有
し
、
そ
の
た
め
に
よ
り
多
く
の
耕
牛
を
使
用
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、

推
論
を
許
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最
後
に
階
層
別
の
地
代
負
担
率
を
表
示
す
る
。

一

商

人

・

職

人

層

一

農

民

層

一(云
R
n
E耳
目

。

同

ωro事巾
2匂
白
岡
田
白
ロ
仏
〉

3
5
2吋由
)
(
E
Cロ
m
r
B
g
)

第

l地 I~~ 
階

層

別

地

代

負

担

率

域

銀l

紳

層

(「日

m
r
n同
由
同
町

ω)

県

四

/¥  

吋
円
同
L 
m 

'" g 
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ロ
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ロ
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F
U
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由
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H
V
同
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江
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-~ 
ノ¥

五

H
v
m
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門
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戸

県
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白
山
辺
戸

九
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県

五

四
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ノ¥
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目
}
同
回
一
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白
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五
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こ
こ
で
は
、
地
代
の
具
体
的
な
内
容
と
そ
れ
に
伴
う
負
担
の
程
度
の
相
違
や
、

土
地
保
有
形
態
に
よ
る
地
代
支
払
い
の
条
件
の
差
異
な
ど

に
つ
い
て
、

ま
た
は
郷
紳
層
に
対
す
る
特
恵
待
遇
の
程
度
に
つ
い
て
、

出
口
ロ
}
戸
田
口
出
口

自
身
が
原
表
に
何
ら
反
映
さ
せ
て
は
い
な
い
が
、

本
稿
第
四
節
に
述
べ
た
所
か
ら
、
郷
紳
層
と
農
民
層
と
の
単
位
農
地
面
積
あ
た
り
平
均
地
代
負
担
率
の
差
を
一
応
微
少
な
も
の
と
し
、

カ

つ
商
人
・
職
人
層
の
負
担
す
る
地
代
は

か
れ
ら
の
農
地
保
有
が
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、

主
に
家
屋
・
庭
園
用
地
の
地
代
か
ら
な
る
と
前
提
す
る
。
大
市
場
地
で
あ
る

E
百
戸
市
を
除
外
し
て
、
前
三
県
の
郷
紳
・
農
民
両
層
が

そ
れ
ぞ
れ
の
農
地
保
有
者
つ
ま
り
地
代
負
担
者
人
口
の
中
で
占
め
る
比
率
と
、
こ
の
地
代
負
担
率
と
を
比
較
す
る
と
、

同

νm
円
吉
田
県
で
は
、

郷
紳
層
の
地
代
負
担
率
は
そ
の
人
口
比
よ
り
低
く
、
農
民
層
は
こ
の
逆
の
傾
向
を
示
す
が
、

。
若
田
県
で
は
郷
紳
層
に
つ
い
て
両
数
値
は

ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
農
民
層
の
地
代
負
担
率
は
人
口
比
よ
り
低
い
。

ωEEσ
包
県
で
は
、
郷
紳
層
の
人
口
比
は
地
代
負
担
率
よ
り
低
く
、

反
対
に
農
民
層
の
地
代
負
担
率
は
そ
の
人
口
比
よ
り
低
い
、

と
い
う
傾
向
が
単
な
る
数
字
の
比
較
か
ら
は
看
取
さ
れ
る
。

細
か
い
人
口
区

- 97ー

分
の
で
き
な
い

PHH巳
ヨ
県
の
傾
向
も

ωEEσ
包
県
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
原
表
自
体
の
欠
陥
の
た
め
に
正
確
を
期
す
る
こ
と

い
う
先
述
の
推
論
を
、

カ

l
ス
ト
身
分
の
高
い
土
地
保
有
者
が
相
対
的
に
よ
り
多
く
の
農
地
を
保
有
す
る
、

さ
ら
に
補
強
す
る
根
拠
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

と

は
不
可
能
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
傾
向
は
、

/¥ 

む

す

び

以
上
に
述
べ
た
何
回

5
r
g
g
報
告
の
検
討
に
よ
っ
て
、

一
八
一

O
年
前
後
の
ビ
ハ

l
ル
州
に
関
す
る
限
り

岡
山
田
」
一
可
間
同

と
総
称
さ

れ
る
い
わ
ゆ
る
農
民
が
、
相
互
に
均
質
か
つ
平
等
な
も
の
で
は
な
く
、
社
会
的
身
分
と
経
済
的
地
位
・
能
力
と
を
異
に
す
る
い
く
つ
か
の

決
し
て
牧
歌
的
な
い
わ
ゆ
る
村
落
共
同

階
層
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
農
民
」
た
ち
が
居
住
す
る
村
落
は
、

北
大
文
学
部
紀
要
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済
の
構
成
要
素
と
し
て
並
列
的
に
記
述
さ
れ
た
り
、
何
ら
か
の
事
件
と
の

関
係
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
り
す
る
に
と
ど
ま
る
。
同
州
白
色
}
戸
田
}SBm-

宮
口
}
自
己

omw
吋

}Mm
河口

H同
日
開
口

Dロ
CHHHqD同同ロハロ
P
F
Dロ
L
c
p

】

市

W
M
m
山・

も
極
め
て
興
味
深
い
著
作
で
あ
る
が
、
上
述
の
問
題
意
識
に
は
答
え
な
い
。

カ
l
ス
ト
研
究
の
文
献
は
多
数
あ
る
が
、
綜
合
的
に
カ

l
ス
ト
を
論
じ
た

最
近
の
著
述
で
あ
る
の
・

ω・
の
『
戸

q
o
u
(
U
B
F
(
U
F自
由
ロ
色
。
ロ
門
戸
七
回
-

t
o
pロ
O
B
E
Uご

-U臥
】

UH.出
.
出
E
S
F
(
U
g
Z
5
Hロハ
H
F
5
2巳
ロ

5

匂
戸
ロ
ロ

H-op
間口仏

OH-mZ凹
u
凶片【
H
R
Hロ
-
w
O・C
-
H
Y
3
2・
に
し
て
も
、

い
ず
れ
も
社
会
学
的
興
味
に
偏
っ
て
い
て
経
済
的
な
側
面
は
み
お
と
さ
れ

て
い
る
。
最
近
の
社
会
人
類
学
の
調
査
は
こ
の
欠
点
を
補
い
つ
つ
あ
る
が
、

微
視
的
に
す
ぎ
、
か
っ
歴
史
的
で
な
い
。
な
お
従
来
の
土
地
制
度
論
・
村

落
共
同
体
論
の
一
般
的
な
紹
介
と
批
判
は
、
荒
松
雄
「
イ
ン
ド
村
落
共
同

体
研
究
に
つ
い
て
の
覚
書

l
十
九
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
人
に
よ
る
諸

論
考
」
(
「
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
」
一
一
)
、
松
井
透
「
ベ

l
デ
ン
・

ポ

l
エ
ル
研
究
序
説
」
(
「
青
山
経
済
論
叢
」
一
四

l
一
・
一
二
)
を
参
照
。

歴
史
学
者
の
側
か
ら
カ

I
ス
ト
研
究
に
接
近
し
た
も
の
で
は
、
山
崎
利
男

「カ

l
ス
ト
制
度
の
歴
史
的
研
究
の
た
め
に
」
(
「
歴
史
学
研
究
」
二
六

二
)
と
問
「
メ
イ
ヤ

l

『
中
央
イ

γ
ド
の
カ

l
ス
ト
と
親
族
』
を
読
ん
で

(
一
)
」
(
東
洋
文
化
」
コ
一
一
二
)
と
が
い
ず
れ
も
示
唆
に
と
む
。
十
八
・

九
世
紀
の
東
イ

γ
ド
会
社
の
行
政
資
料
の
う
ち
、
社
会
・
経
済
史
の
根
本

史
科
と
な
る

Hwgm丘一
mO40ロ
E
w
n
Dロ
ω
己
g
c
cロ
♂
回
自
聞
と
回

c
m
E
C同

剛山

2
8
5
H
M
g
n白
色
宮
向
田
な
ど
は
、
筆
者
自
身
滞
英
中
に
そ
の
一
部
分

北
大
文
学
部
紀
要

を
閲
覧
し
た
が
、
管
見
の
範
闘
で
は
カ

I
ス
ト
関
係
や
農
村
内
部
の
土
地

保
有
・
階
級
関
係
な
ど
に
及
ぶ
記
録
は
皆
無
に
ひ
と
し
か
っ
た
。
地
租
徴

収
者
の
立
場
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
点
は
問
題
に
さ
れ
ず
、
滞
納
地
租
の
完

納
に
関
心
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
注
が
れ
て
い
た
。
従
っ
て
農
民
は
イ
ギ

リ
ス
側
の
税
制
文
献
の
上
か
ら
は

g
h百
円
一
般
と
し
て
し
か
把
握
で
き

な
く
な
る
。
拙
稿
「
十
八
世
紀
後
に
お
け
る
ベ
ン
ガ
ル
の
農
民
層

(E4・

E
C
に
つ
い
て
」
(
「
史
学
雑
誌
」
六
一
一
一
ー
l
一
O
)
は
、
英
国
議
会
文

書
に
収
録
さ
れ
た
会
社
資
料
の
み
に
依
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
点
で
も

問
題
を
残
し
て
い
る
。

(

2

)

〉
ロ
〉
ロ
ロ

Oロ
ロ
件
。
同
任
。
穴
宙
開
仏
C
E
C『

Z
O匂
弘

吉

ι
D問
手
。

、叶

mwHH-s
ュ2
田口口

O
H
a
z
岳
山
田
口

0
5
5
5ロ
ず
可
岳
町
民
OE回
目
。
向

。
2
r
r
p
H
W岳
ロ
ゲ
ロ

H
m
Y
S
H唱
・
は
一
八

O
二
l
O三
年
の
の
名
?
関
口
OH

ネ
パ
ー
ル
遺
使
に
か
れ
が
随
行
し
た
際
の
記
録
に
、
一
一
一
一
|
一
四
年
の

の
o
g
r
r日
記
同
県
の
調
査
報
告
を
添
え
た
も
の
で
あ
る
。
南
イ
ン
ド
調
査

の
報
告
は
〉
同

O
Rロ
ミ
同
『

C
B
呂
田
仏
お
♂

F
S戸
m
r
F巾
円
。
戸
口
丹
江

g

c同戸向山『回
O
F
(
U
m口
同
門
担
問
ロ
【
H
Y
P
r
r同♂

-V巾同町
2
5
E
S
L
R
p
o

。HL
o
g
o
ご
r
o
y
F
2
z
c
z
o
p
o
y向
R
A
口
広
巧
色
白
血
-
q
v
C
O
S
7

ロ
OHYCmwロ⑦
Hm-c同同ロ門
HEw-市

DH
門司
HmoH]VHmu団
団

司

ZH司
O印
O
O
H
片岡戸ぐ

omc・

m阻
止
ロ
問
任
命

ω
g
z
o同
〉
四
岡
山
口
口

-
E
R
w
〉
三
ω
田口
ι(UC同
5
2ロ
OW
同
ro

何
色
戸
間

5
p
呂
田
口
ロ
向
田
回
口
内
山
の

g
z
s
f
p
o
出

z
g
q
-
Z伊
丹
白
色
白
口
内
山

(UZ
ニ
u
g
L
k
rロ昨日宮片付
H
2
5
p
o
U
O
B
E
2
5
0同
任
。
河
内
凶
〕
同

y
c
h

玄
可

8
3
2
ι
任
命
。

D
E
E
2
2宮
町

a
r
u刊
号
。
国
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2
5
E
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4， 1929. 
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江
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町
円
印
(
司
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ロ
E

q
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司
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σ
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町
内

q
r
u刊
吾
氏
円

Dd司口問
V
E
r
a
-
c
p
】
回
一
〉
吋
・

合
法

2
3
、司

E
E
E
m〉
唱

r
o
r
m
w
Z
同
国

H
B凹

r
E
E
ロG
件
当

2
r
p
o
B
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P
E吋
D司
ロ
宮
口

Lw
京
国
U〉
丘
町
民

8
5
9
2
E
u
s
m
)
唱
}MOOR-

白田町

0
5
=可
2
E
S
H巾

-
S
L
E
P
R
F同
H
Z
5
8
-耳
目

D
H
F同
E
F

Fdq
山

H
2
q
g
d
q
r
o
司
-o己
m
r
p巳
円
。
耳
ロ

F
H
B
F
唱
曲

UMO丘一可
mE

d
q
r
o
g
Z
由
。
当
日
ロ
町
田
凹

1
0ロ
m
r
B
o
p
M忠
良

』

O丘
一
可
問
団
司

ro
同
お

仏
mu--同ゲロロ
5
3
ぶ
同
・
と
い
う
区
分
が
あ
る
。
。

m
E
q
は

KFωrg同

と、

E

C

口
四
円
回
目
。
ロ
は

M
C
丘
一
苫
と
同
義
で
あ
る
。
こ
の
区
分
表
の
数
値

の
後
に
つ
く
?
は
白
・
の
前
の
数
字
を
合
計
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
向

EN

つ
ま
り
十
六
分
の
一
の
略
号
で
あ
る
。
筆
者
は
?
の
つ
か
な
い
数
字
を

人
口
の
概
数
と
み
、
っ
く
も
の
を
郡
の
総
人
口
に
対
す
る
各
階
層
の
人
口

比
と
み
て
、
改
め
て
計
算
し
た
が
、
前
表
の
人
口
数
と
後
表
の
諸
比
率
と
の

積
の
和
が
、
前
表
の
階
層
別
人
口
数
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
こ
の
統
計
表
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
一
つ
の

方
法
と
し
て
、
た
と
え
ば
の
ゆ
ロ
可
可
(
〉
凹

r
g
O

の
場
合
は
デ
∞
C
C

か

ら

-cc
を
引
い
て
、

P
3
0
を
】
同
・
戸
田

H
H
H
】
に
、

2
0
E四日戸-

B
B
G
o去
、
白
)
の
場
合
は
、

MM
み
00
を

E
H
Mぶ
曲
目
点
向

H

-
∞日

明
日
】
に
そ
れ
ぞ
れ
比
例
按
分
し
、
各
郡
ご
と
に
こ
の
よ
う
な
計
算
を
し

た
結
果
を
県
単
位
に
再
び
計
算
し
な
お
し
た
も
の
を
、
表
と
し
て
示
し

北
大
文
学
部
紀
要

た
。
こ
の
よ
う
な
処
理
の
仕
方
に
つ
い
て
は
筆
者
自
身
も
疑
問
を
抱
い
た

が
、
回
ロ
ロ
「
田
ロ
何
百
の
記
録
を
史
料
と
し
て
朋
い
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
処

理
の
仕
方
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ο

(
9
)
こ
の
統
計
の
信
滋
性
を
た
し
か
め
る
た
め
の
史
料
を
、
筆
者
は
滞
英

中
に
求
め
よ
う
と
試
み
た
が
、
見
当
ら
な
か
っ
た

U

切
ロ
ロ
『
忠
臣
ロ
の
統
計

と
厳
密
正
確
な
も
の
と
み
る
こ
と
は
も
と
よ
り
で
き
な
い
が
、
か
れ
の
調

査
日
誌
に
つ
い
て
い
る
地
図
や
日
誌
本
文
か
ら
察
す
る
と
、
回
戸
口
宮
口
田
口

の
旅
行
範
囲
は
か
な
り
奥
地
に
も
及
ん
で
お
り
、
統
計
の
正
確
を
期
す
る

た
め
の
操
作
に
つ
い
て
は
、
報
告
本
文
の
中
で
も
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の

で
、
こ
れ
を
臆
測
の
み
に
も
と
づ
い
た
数
字
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

か
な
り
客
観
的
な
傾
向
値
と
し
て
こ
れ
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

(ω)
前
掲
諸
報
告
編
集
者
の
序
文
を
参
照
。
な
お
魚
類
・
植
物
・
鉱
物
の

列
記
と
分
類
は
第
一
級
の
労
作
と
い
わ
れ
る
。

(
日
)
十
八
世
紀
か
ら
回
出
口
『
同

EHH
の
調
査
が
行
わ
れ
た
時
代
ま
で
の
ピ

ハ
l
ル
州
史
の
概
要
は
、
剛
山
包

E
r門即日
r
E
(
U
F
O戸《津田
q
u
E
U
H
o
q
c同

∞-
r
R
u
ω
B
F
ω
}戸
田
口
氏
。

o
i
W
3
u∞
一
暗
黒

Y
M
N下
M吋
M-
に
み
ら
れ
、
か

れ
の
報
告
に
も
ふ
れ
て
い
る
。
経
済
史
の
研
究
に
肘
・
円
を
史
料
と
し
て

挙
げ
た
も
の
は
少
く
な
い
。
バ
ト
ナ
版
を
直
接
に
用
い
て
い
る
も
の
で

は
、
国
間
・

0
r
g同
Y
Hし同ゲ
O己
同
日
ロ
ロ

R
q
Z
5
2
2
R
r
(
U
B
Z門司

HWF白
円
切
な
吋

r
m
H
Oロ吋
HH同
-
o同
任
四
回
目
『
回
同
列
目
回
目
白
円
ロ

F
ω
O口町
2
u
¥
J
U内

M内

M円
HHa
ケ

-zmu
図。ロ

OM刊
の

rodq門子口
q
w
ω
0
5
0
〉回目

x
w
n
g
o同
HMomg
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十
九
世
紀
初
期
の
ビ
ハ

I
ル
州
に
お
け
る
問
問
J
百
円
の
階
層
構
成

官
同
自
白

8
2・開口
Oロ
OBM可
C
出
回
目
ロ
聞
と
え
同
R
P
m
司
日
自
由
ロ
自
汁

ω
E
Z
O
B
S
Y

R
回
目
聞
と
司
白
由
同
百
円
日
司

5
2
E
¥
ω
2
z
o
-
-
品N
d

】
唱
ミ
・
の
二
つ
の

論
文
と
、
国

HN.
の
rcm白
「
開
口

Oロ
O
B
r
H，
g
g
E
oロ
古
任
命
回
目
ロ
官
-

HMBω-LOロロ可

(-3UIli--∞
uu)WHω
向洋ロ
P
】
3
0
・
と
だ
け
を
筆
者
は
読

ん
で
い
る
が
、
地
代
や
賃
金
に
関
す
る
数
値
が
引
用
さ
れ
て
い
る
程
度
で

あ
る
。

(
ロ
)
N
E
M
E告
円
以
外
の

g
dえ
と
通
称
さ
れ
る
人
々
を
指
す
も
の
と

理
解
す
る
。

(
円
)
〈
貴
顕
〉
を
意
味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
松
岡
以
の
複
数
。

(
凶

)
E
S出
は
〈
穀
物
商

V
・
八
食
品
商
〉
を
意
味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語

起
源
の
ベ
ル
シ
ャ
語
。

σ同
E
u
bー
は
八
商
人
〉
を
指
し
、
東
イ
ン
ド
貿
易

関
係
の
文
献
で
は

σmロ可
mwpσ
田
弘
吉
ー
ロ
な
ど
と
書
か
れ
る
。
円
山
口
r
r間口仏削同

の
仏
戸
r
r間
ロ
は
〈
庖
〉
を
意
味
す
る
ア
ラ
ピ
ヤ
車
問
起
源
の
ベ
ル
シ
ャ
語
。

(
臼
)
目
白
ー
ロ
ロ
円
苫
ー
は
村
落
の
中
で
村
氏
の
生
活
必
需
品
の
製
造
に
あ
た
る

下
級
カ

l
ス
ト
所
属
者
、
理
髪
師
、
洗
濯
屋
な
ど
を
総
称
す
る
沼
田
口
弘

か
ら
派
生
し
た
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。

HUm-ロ
間
ゆ
日
戸
(
曲
目
口
)
は
意
味
不
詳
。

}
内
問
己
問
問
同
は
、
ベ
ル
シ
ャ
語
で
八
仕
事
〉
を
意
味
す
る

r
p
に
不
定
を

あ
ら
わ
す
後
接
辞
同
と
作
為
者
を
あ
ら
わ
す
後
接
辞
間
m
F
関
山
門
を
つ
け

た

r
p同
m
R
あ
る
い
は
「
削
見
開
問
円
で
あ
ろ
う
。

(

げ

叩

)

〕

C
C
M
可同一

C
O
R刷
)
は
自
分
の
保
有
地
を
耕
作
す
る
小
農
民
。
(
出
・
国
・

4
司
H
F
c
p
〉

2
0
2
2可
O同】ロ【回目ロ
E
B
L
H
N
2
8
5
吋

R
B
P
2
n
-
W

C
同
国
ロ
片
山
田
F
Hロ
岳

p
o門戸・

ru『
〉
・
。
・
。
同
ロ
mロ
ロ
伶

Z-U-
ロ
m
z
p
(リ巳・

門戸片付
p
-
z
o
e
℃
-
U吋
∞
同
・
参
照
。
〉
同
ユ
ロ
仏
国

m
g
w
阿
内
田
己
ロ
仏
国
間
同
ロ
・
は

意
味
不
詳
。
ま
っ
た
く
の
臆
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
ベ
ル
シ
ャ
語
で
〈
耕
す

〉
を
意
味
す
る
冨
払
g
p
r
r
E
S
の
現
在
語
幹

r
r
に
作
為
者
を
あ

ら
わ
す
後
援
辞
の

B
L
O
Y
と
さ
ら
に
複
数
語
尾
間
口
を
つ
け
た

r
p
g
，

P
一
間
山
口
(
発
音
さ
れ
な
い
語
尾
の
「
は
聞
に
か
わ
る
0

)

の
転
枕
し

た
も
の
か
。
口
「
同

g
は
ヒ

γ
デ
ィ
語
ロ
削
ω
問
、
ベ

γ
ガ
リ

l
語
口
間
引
間
で

〈
農
民
〉
の
意
。

(
げ
)
関
c
Z
F
同
は
一
人
の

gdu函
同
が
他
の
片
田
バ
可
伊
丹
か
ら
土
地
を
賃
借

す
る
こ
と
、
ま
た
は
賃
借
者
以
外
の
者
が
賃
借
地
を
耕
す
こ
と
。

(』司己印

Oロ
wOHU
己同

wHV・
品
{
〕
己
目
・
)

(
同
)
イ
ン
ド
の
ム
ス
リ
ム
が
ヒ

γ
ド
ヴ
l
文
化
の
影
響
を
受
け
、
ま
た
多

く
が
ヒ
ン
ド
ヮ
ー
か
ら
の
改
宗
者
の
子
孫
で
あ
る
た
め
に
、
カ

l
ス
ト
慣

行
を
も
と
り
入
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り

の
・
〉
ロ
包
同
γ

呂
g
t
B
(
U
E芯

E
C
2
R
H
ι
S《
H
a
r
l
k
r
g
E凶
可
山
口

。戸
-
2
5

《

UOロ
冨
ロ
グ
ぇ
、
叶
rmw
肘

E
Z門
口
〉
ロ
H
r
g日
vo-omuyvuM内
HHHa

M
e
F
m
w
n
K
M
o
d
F
3
8
・
(
紹
介
「
東
洋
学
報
」
四
一
一
一
1
1
1
1

一
)
を
参
照

せ
よ
。
】
凶
ロ
ロ
rmwロ
戸
ロ
報
告
の
中
で
も
、
〉
-Hν
・∞
-w

凹

-HV同YUHOEUHMU

〉・

ω-w
目当

-
-
3
・]∞
MUkr・司
-wHU℃・

-
3
・
MDご

kr・回印「叫

HM司
-M-M

'
M
エ
・
に
ム
ス
リ
ム
・
カ

l
ス
ト
の
名
称
・
職
業
・
慣
行
・
観
念
・
戸

数
な
ど
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
o

な
お
ヒ
ン
ド
ヮ

l
の
カ

l
ス
ト
に
つ
い
て

は
、
〉
句
切
-

P

司℃

-
u
z
‘
ョ
フ
〉
・

ω-u
問
者
・
]
∞
N

S

丘

三

〉

-
p
u

℃

HU・
MDM'MmMU
〉
切
F
U
N
-明
-
M明
?
M
m
o
s
M
mケ

Mm山吋

-
M
S
-
な
ど

~I04~ 



に
記
述
が
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ

l
、
ム
ス
リ
ム
を
通
じ
て
の
社
会
区
分
は
、

〉
・
ロ
・
司
-
r
M
U
M
M
・
Mm山明
-
M
A山
吋
一
出
。
七
百
明
品
吋

-uhp甲
山
〉
・

ω・
ゆ
℃
-
U
S
M
-

u
u
明

U
〉
.
司
・
湖
沼

ysm-s-Ukr.ωr-W3・
h
s
y
h示
。
・
に
み
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
と
比
較
で
き
る
資
料
は
、
司
・
巧
・
出

5
5・
〉

ω
E
Z片山
g-

krnnoロロけ
O
同
回
。
ロ
問
問
Y
M
C
く
c
g
v
F
oロ門円
o
p
】
∞
ゴ
で
-
∞
吋
吋
・
の
う
ち
、

g--
出
。
ロ
U
R
5
2
0片
岡

J
g
ω

田
区
京
岡
田

P
3・
ば

a
uア
品
。

l

明
ア
一
ぐ
c
-
-
M
H
F
ロ
U
E
n昨
日

0
問
。
ミ
仲
間
ロ
仏

ω「仇
F
F
F
E
w
-
v唱・

ω
M
i

凶h

卓也凶
U

E

品
ア
】
∞
ω
・
】
∞
デ
-
∞
∞

-
M
D
M
一〈
o
-
-
M
H〈
d

ロ
Hm
片ユロ
Z

C
同

国
『
仲
間
開
-
古
口
同
釦
ロ
《
回
忌
H
O
ω
回
ロ
門
科
目
司
釦
同
開
田
ロ
科
目
w

日
V

同y

品川U
E

明Mψ

明ω・
U
1

∞一

J
1
0
-
-
M内
〈
咽
ロ
岡
田
R
F
n
g
c
h
y向。ロ
mru『
円
自
己
旬
ロ
H
H
H
-〕

E
Y
H
U
M
M
・
N
S
B
M
明

日

d
M
2
・
M
E
-

の
カ

l
ス
ト
別
人
口
統
計
や
各
カ

I
ス
ト
の
説
明
に
み

ら
れ
る
。

(
川
口

)
ω
ゲ
同
町
田
ゲ
包
-
県
の

σ田
区
司
同
一
(
商
人
の
カ

l
ス
ト
〕
は
、
付
〉
m守

口
司
出
削
泊
〉
m
m
H
Y阻
止
、
何
回
目
円
ロ
釦
司
州
民
、
国
戸
戸
ロ
岡
山
『
山
口
、
ま
た
は

H
N
戸口町
U
E
門
、
剛
一
「
ミ
ー
田
口
一
甘
口
円
円
十
恩
師
F
g
d
匂
州
民
の
四
群
に
わ
け
ら
れ
、
い
ず

れ
も
く
色
々
回
と
考
え
ら
れ
た
が
、
同
恥
円
問
問
に
加
え
ら
れ
る
の
は
け
の
み

で
あ
っ
た
(
〉
・

ω
-
w
H
V℃・

3
hア

-
3・
)
。
ま
た
、
下
級
の
種
姓
や
カ

l

ス
ト
に
屈
す
る
富
裕
な
商
人
が
弘
弘
同
の
列
に
加
わ
ろ
う
と
し
て
も
、

そ
れ
は
貧
し
い
隣
人
が
認
め
る
だ
け
で
、
「
法
に
そ
ぐ
わ
な
い
2

0
聞
と
」

(
〉
・
回
・
匂
-
Y
七
-
M
S
・
)
要
求
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

(
初
)
「
弘
同
位
は
誇
り
高
く
:
:
:
ほ
と
ん
ど
労
働
し
よ
う
と
し
な
い
・
・

。
」
(
〉
・
回
-
M
Y
L
d
-
v
-
M
a
u
-
)

「
か
れ
ら
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
(
寄
進

北
大
文
学
部
紀
要

を
う
け
た
り
、
軍
役
義
務
の
代
償
と
し
て
ザ
え
ら
れ
し
て

l
筆
者
)
保
有

す
る
い
か
な
る
土
地
を
も
、
鋤
を
も
っ
て
刺
す
こ
と
が
で
き
る
と
は
、
考

え
ら
れ
な
い
・
:
・
:
。
」
(
〉

b
-
u
品M
一吋・)

目以内巳ロ
P

O
岳、
mp

両
県
の

r山
口
百

-rロゲ]田
σ同
問
ゲ
ヨ
田
口
に
つ
い
て
、
「
か

れ
ら
の
大
多
数
は
土
地
を
持
ち
、
僕
卿

(
2
2
8
Z
)
と
奴
隷
に
よ
っ
て

耕
作
す
る
が
、
か
れ
ら
自
身
が
手
を
下
し
て
働
く
の
で
は
な
い
。
L

1

〉・

司
・
回
・
ア
ア
凶
M
0
・
)
と
あ
り
、
可
ロ
ロ
比
可
釦
県
の
同
剛
山
守
門
町
に
つ
い
て
、

「
こ
こ
に
は
自
ら
手
を
下
し
て
労
働
す
る
河
♂
匂

E
は
少
数
し
か
い
な

い
。
以
前
は
実
際
に
、
か
れ
ら
は
鋤
を
と
る
こ
と
を
軽
蔑
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
今
で
は
、
八
人
の
う
ち
一
人
で
さ
え
、
こ
う
い
う
い
や
し
い
仕
事

に
身
を
お
と
さ
な
い
。
か
れ
ら
の
多
く
は
土
地
を
賃
借
し
、
そ
れ
を
耕
す

た
め
に
僕
稗
を
傭
っ
て
い
る
。
」
(
〉
-
p
v
H
Y
N
ニ
・
)
と
み
え
る
ο

「
削
可
白
巴
凹
任
問
に
つ
い
て
も
、
「
・
:
多
く
は
、
殊
に
職
の
な
い
場
合
に
、
土

地
を
賃
借
す
る
が
、
か
れ
ら
は
決
し
て
自
ら
手
を
下
し
て
耕
作
し
な
い
。

」
(
〉
.
り

w
?
ど
ω
・
)
、
「
:
:
・
大
部
分
は
土
地
の
耕
作
に
よ
っ
て
暮

す
が
、
か
れ
ら
は
決
し
て
労
働
し
な
い
の
で
、
そ
の
土
地
を
僕
鮮
の
手
で

耕
作
す
る
o

」

(kr・回・司
-
w
y
司
-
u
u
o
し
と
い
わ
れ
る
o

ム
ス
リ
ム
の

弘
門
間
同
も
同
様
で
あ
っ
た
。
(
〉
∞
r-w
司
-
M
-
凶
・
)
小
作
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
。

(
幻
)
「
・
・
か
れ
ら
(
田
伶
削
同
)
の
数
が
き
わ
め
て
多
く
な
っ
た
の
で
、
手

を
使
う
労
働
の
忌
避
は
も
は
や
実
行
で
き
な
い
。
か
れ
ら
の
多
数
が
、
自

分
の
費
用
で
僕
稗
と
奴
殺
を
用
い
て
耕
作
す
る
土
地
を
持
つ
だ
け
で
な
く

-103ー



十
九
世
紀
初
期
の
ビ
ハ
!
ル
州
に
お
け
る
何
回

d
阜
の
階
層
構
成

一
口
問
自
閏

、
非
常
に
多
く
の
者
は
み
ず
か
ら
の
手
で
耕
作
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
か
れ
ら
の
う
ち
極
貧
の
者
も
、
僕
稗
と
し
て
は
た
ら
く
こ
と
を
嫌
い
、

自
分
の
農
地
で
労
働
す
る
だ
け
で
あ
る
ο
:
:
:
他
の
貧
し
い
弘
同
間
同
は
、

自
分
の
畑
の
除
草
・
伐
草
・
播
種
・
移
植
・
給
水
・
刈
り
入
れ
を
お
こ
な

い
、
鋤
で
耕
す
た
め
に
は
人
を
傭
う
o

」
(
〉
・
∞

-pv
ア
]
当
-
M
S
S
M
訟
・
)

「
:
:
:
こ
こ
で
は
郷
紳
層
の
非
常
に
大
き
な
部
分
が
自
ら
鋤
を
手
に
と
る

・
・
・
。
」
(
〉
・
ω-w
司・

5
N・
)
「
紳
士
宮
吟
削
O

と
自
称
す
る
人
々
は
、

自
分
の
農
地
で
鋤
を
と
る
こ
と
以
外
は
す
べ
て
の
仕
事
を
す
る
。
そ
し
て

あ
る
者
は
こ
の
労
働
を
も
い
と
わ
な
い
。
し
か
し
傭
わ
れ
よ
う
と
は
し
な

い
o

」

(kfω-wHU・
出
u・
)
「
か
れ
ら
(
官
岳
山
口
筆
者
)
の
多
く
は
、

今
は
鋤
を
用
い
る
ま
で
に
お
ち
ぶ
れ
て
い
る
。
か
れ
ら
の
考
え
で
は
、
そ

れ
は
職
人
に
な
る
よ
り
不
名
誉
で
な
い
o

」
(
〉
・
司
・
∞
-
Y
匂
・
凶
ニ
・
)

(
勾

)
ω
r田
宮

σ包
-
県
の

σ
L
V自
由
口
約
三
四
、

0
0
0
人
の
状
態
は
、

「
:
:
:
そ
の
半
数
は
聖
職
者
階
級
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
。
:
:
:
他
の
半

数
は
戦
士
部
族

(
E
Z
)
に
属
す
る
。
:
:
:
固
有
の
義
務
に
よ
っ
て
生

計
の
資
が
得
ら
れ
る
の
は
聖
職
者
階
級
の
小
部
分
で
し
か
な
い
。
少
く
と

も
九
六
、
七
パ
ー
セ
ン
ト
は
土
地
を
借
り
、
少
く
と
も
七

O
パ
ー
セ
ン
ト

は
こ
れ
ら
の
農
地
で
鋤
を
手
に
す
る
こ
と
以
外
は
、
ど
ん
な
種
類
の
労
働

で
も
す
る
。
か
な
り
の
数
の
者
が
正
規
軍
に
服
務
し
、
少
数
は
商
人
に
な

っ
て
い
る
。
名
前
が
か
け
る
者
は
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
な
い
。
:

概
し
て
関
田
口
三
の
回
b
r
g同
ロ
は
た
ん
な
る
農
民
に
す
ぎ
な
い
・
:
:
。
」

(
P
ω
-
W
u
-
-
∞ω
・
)
と
い
う
o

戦
土

r
L
r
B
S
と
は

σ「
凶

E
r
r
を

さ
す
。
か
れ
ら
も
貧
困
の
た
め
に
は
鋤
を
手
に
す
る
「
破
戒
行
為
を
恥
と

な
い
」
(
〉
・
ω
-
u
H
Y
H
∞a
・
)
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

(
お
)
〉
-Hν
・∞

-
Lア
ヲ
吋
M
吋
山
肘
-H-fkF]uuo口《出
H
W
H
M
-
a
一
戸
間
V・
3

f
巴
d

〉
HU切目ロハ回目
HVHV-H
・
よ
り
作
成
υ

弘
同
間
内
の
人
口
が
相
当
に
多

い
理
由
は
、
「
会
社
政
府
が
で
き
る
以
前
は
、
か
れ
ら
の
多
く
は
瀕
発
す

る
掠
奪
戦
争
に
ま
き
こ
ま
れ
、

8
5
Z
L
r
は
か
れ
ら
を
励
ま
し
た
。

後
者
の
安
全
は
前
者
の
人
数
と
忠
誠
に
ま
っ
た
く
依
拠
し
て
い
た
の
だ
か

ら
。
か
れ
ら
が
こ
う
も
数
多
く
な
っ
た
の
は
、
大
抵
は
、
こ
の
た
め
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
」
(
〉
-
∞
・
MM・
山
ア
匂
・
明
A
Q
-
-
)

(
M
m
)
k
r・回
b
-
F
H
M
-
v
吋M
M
B

吋M
∞
UHW-H-ur
〉
沼
xwHMLMFHU・
ha・
よ

り
作
成
。

ω
Z
H
H白
宮
仏
県
の
統
計
は
人
口
で
な
く
戸
口
(
家
族
数
)
を
挙
げ

て
あ
る
。

]JSFU可
同
県
、
ロ

E
戸四回
q
z
H
県
に
つ
い
て
の
人
口
統
計
は
、

何
-H-w
〉

H
y
w
k
r
回目
y

の
い
ず
れ
に
も
出
て
い
な
い
。

(
忽
)
鈎
耕
労
働
力
の
み
を
雇
傭
す
る
の
も
自
負
の
ひ
と
つ
の
現
わ
れ
で
あ

ろ
う
。
出
口
n
r
m口
問
ロ
は
、
「
た
ぶ
ん
県
内
の
こ
の
階
級
全
体
の
う
ち
、
俗

語
さ
え
読
め
る
者
は
コ
一
人
に
一
人
も
い
な
い
:
:
:
。
大
多
数
は
た
だ
の
文

盲
の
農
民
で
あ
り
な
が
ら
、
下
層
民
に
対
す
る
お
そ
ろ
し
く
倣
慢
な
態
度

と
人
一
倍
の
怠
惰
癖
や
小
心
は
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
」
(
〉
・
司
-uHU官
-

S
血

・

品
M
u
-
-
)

と
評
し
て
い
る
。

(
%
)
「
HV与
口
同
と
の
同
ヨ
ー
の
両
市
内
つ
ま
り
大
市
場
地
内
以
外
で
は
、

弘
司
間
同
つ
ま
り
身
分
の
高
い
人
々
は
、
家
屋
用
地
の
地
代
を
払
い
も
し
な

け
れ
ば
、
地
主
が
、
家
雇
用
地
を
求
め
る
弘
『
同
町
に
土
地
を
分
け
与
え

-104ー



る
の
を
、
拒
む
こ
と
も
で
き
な
い
。
」
(
〉
・
り
∞
-
k
d
匂・

2
吋・)

「
目
払
門
限
農
民
に
は
他
の
農
民
が
支
払
う
の
よ
り
は
低
い
地
代
率
に
め
ぐ

ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
よ
り
確
実
な
利
益
が
あ
る
o

」
(
町
宮
仏
・
)

「
す
べ
て
の
高
位
か
つ
純
粋
な
部
族
:
:
:
は
、
か
れ
ら
が
家
屋
と
庭
園
の

た
め
に
求
め
る
い
か
な
る
土
地
を
も
、
地
代
を
支
払
わ
な
い
で
占
有
す
る

権
利
を
持
つ
。
同
じ
恩
恵
は
:
:
:
神
に
身
を
捧
げ
る
と
称
す
る
両
宗
教
徒

に
も
施
さ
れ
る
o

」
(
〉

-pw
司
お
血
・
)
「
私
の
知
る
所
で
は
、
こ
れ

は
い
か
な
る
法
律
に
よ
っ
て
も
承
認
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
実
際
に

は
、
こ
う
い
う
人
々
が
土
地
を
賃
借
す
る
場
合
は
、
所
定
の
、
つ
ま
り
生

ま
れ
の
低
い
農
民
に
と
っ
て
は
通
常
の
、
率
以
下
(
の
地
代
|
筆
者
)
を

支
払
う
も
の
で
あ
る
、
と
一
般
に
に
認
め
ら
れ
て
い
る
O
i
-
-
・
か
れ
ら
は

自
ら
労
働
し
て
身
を
庇
す
こ
と
が
で
き
ず
、
僕
抽
併
を
傭
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
、
労
働
す
る
た
め
に
生
ま
れ
つ
い
た
賎
し
い
連
中
ほ
ど
に
は
地

代
が
払
え
必
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
(
〉
・
り
v

H

U

・
中
町
・
)
他
の

い
県
の
う
ち

ω『同
F
白
『
同
門
}
ー
は
ほ
ぼ
同
様
で
句
口
円
E
百
ー
は
や
や
異
な
る
。

次
註
参
照
。

(
幻
)
「
い
な
か
に
居
住
し
て
い
て
、
地
代
を
免
除
さ
れ
た
土
地
を
も
た
な

い
弘
弘
同
は
、
ほ
と
ん
ど
み
な
が
農
地
を
賃
借
し
、
農
地
を
賃
借
す
る

者
公
団
山
5
0
は
誰
も
家
屋
に
つ
い
て
は
支
払
い
を
し
な
い
の
だ
か
ら
、

広
弘
同
に
有
利
な
免
除
に
は
事
実
上
は
大
し
た
価
値
は
な
い
o

あ
る
か
な

い
か
と
い
う
程
度
の
庭
闘
が
つ
い
て
い
る
家
屋
は
、
中
庭
(
〉
ロ
間
関
白
ロ
釦
)

が
免
除
さ
れ
る
だ
け
だ
か
ら
、
ご
く
せ
ま
い
空
間
し
か
占
め
て
い
な
い
o
」

北
大
文
学
部
紀
要

(〉

-
M
Y
F
L
f

日

u
・
2
吋
・
)
「
切
手
同
門
の
記
述
の
中
で
高
位
諸
カ
l
ス
ト

つ
ま
り
広
岡
同
町
の
農
地
に
つ
い
て
私
が
観
察
し
た
こ
と
は
、
こ
の
県
に

も
あ
て
は
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
ら
が
受
け
る
恩
恵
は
一
般
に
よ

り
簿
く
、
家
屋
用
地
を
地
代
を
支
払
わ
ず
に
保
有
す
る
権
利
は
:
:
:
極
め

て
疑
わ
し
い
よ
う
で
あ
る
。
:
:
:
と
も
か
く
こ
の
古
川
に
つ
い
て
は
〔
慣
習

|
筆
者
〕
法
は
た
し
か
で
は
な
い
。
」
(
〉
・

ω-w
匂
-
u
ヨ
・
)
「
高
位
諸

カ
l
ス
ト
は
司
己
円
ロ
苛
ω
に
お
け
る
の
と
同
じ
特
権
を
享
受
し
な
い
。
か
れ

ら
が
家
屋
用
地
の
地
代
の
支
払
い
を
、
他
の
人
々
以
上
に
免
除
さ
れ
て
い

る
と
い
う
地
域
は
な
い
。
県
内
の
大
て
い
の
地
方
で
は
、
家
屋
用
地
の
地

代
は
ご
く
わ
ず
か
の
人
に
要
求
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
か
れ
ら
が
他
の
人

々
よ
り
低
い
(
地
代
|
筆
者
)
率
で
土
地
を
占
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て

い
る
の
は
、
い
く
つ
か
の
地
方
、
主
に
ベ
ン
ガ
ル
に
属
し
た
地
帯
に
お
い

て
の
み
で
あ
る
。
戦
士
部
族
の
一
部
は
、
軍
役
を
代
償
と
す
る
保
有

(
5
5
S
H可
件
。
ロ

EB)

に
よ
っ
て
、
地
代
を
免
除
さ
れ
て
、
あ
る
い
は

わ
ず
か
ば
か
り
の
地
代
を
支
払
っ
て
、
土
地
を
保
有
す
る
が
、
か
か
る
土

地
は
共
に
み
る
影
も
な
く
う
ち
す
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

ほ
か
に
、
大
量
の
土
地
が
高
位
諸
カ
l
ス
ト
の
人
々
に
よ
っ
て
賃
借
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
う
ち
の
多
く
は
、
一
般
耕
作
者
が
支
払
う
の
と
同

じ
率
に
よ
る
と
推
察
さ
れ
る
o

」
(
〉
-
∞
7
u
匂・

hau・)

(
お
)
「
:
:
:
土
地
の
大
半
は
帳
簿
つ
け
の
で
き
る
よ
う
な
親
族
の
者
が
管

理
し
て
い
る
の
で
、
家
屋
と
庭
園
の
用
地
を
口
実
に
し
て
、
(
現
に

l
筆

者
)
か
れ
ら
が
そ
の
大
き
な
部
れ
を
免
税
で
所
有
す
る
土
地
の
ほ
か
に
、

~l05~ 



十
九
世
紀
初
期
の
ビ
ハ

l
ル
州
に
お
け
る
何
回

d
え
の
階
層
構
成

官
同
宣
同

課
税
財
産
に
な
っ
て
い
る
土
地
を
も
多
く
奪
い
取
る
画
策
を
し
て
い
る
。
」

(
〉
・
司
-
w
H
U

・品
N
叫
し
「
か
れ
ら
の
地
代
が
き
び
し
く
と
り
た
て
ら
れ
る

こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
農
民
た
ち
(
弘
同
公

l
筆

者
)
の
多
く
は
親
族
を
所
領
管
理
に
傭
っ
て
い
る
の
で
、
か
れ
ら
の
負
担

を
軽
く
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
の
作
り
事
が
考
え
出
さ
れ
て
い
る
。
」

(〉.回
r

w

H

U

・
品
一
連
・
)

(
汐
)
「
こ
れ
ら
借
地
人
た
ち
の
う
ち
多
く
の
者
が
、
鋤
を
に
ぎ
る
こ
と
以

外
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
仕
事
を
自
分
の
手
で
お
こ
な
う
。
そ
し
て
か
れ

ら
は
現
在
生
計
の
資
が
得
ら
れ
る
源
泉
が
他
に
な
い
の
で
、
注
意
深
く
積

極
的
な
人
々
と
な
っ
て
い
る
o

」
(
〉
・
ロ

-pw
日
ア
旬
・
明
品
吋
・
)
「
か
れ

ら
の
う
ち
み
ず
か
ら
の
手
で
労
働
す
る
者
は
一
人
も
い
な
い
。
そ
し
て
こ

の
県
で
は
、
南
端
部
だ
け
を
別
に
す
れ
ば
、
土
地
を
下
級
小
作
人
口
ロ
ι
2・

件
。
ロ
伊
豆
田
に
転
貸
す
る
習
慣
は
な
く
、
分
け
前
の
た
め
に
耕
作
す
る
人
々

の
数
も
多
く
は
な
い
の
で
、
高
位
諸
カ

l
ス
ト
の
人
々
が
賃
借
す
る
土
地

の
大
半
は
、
か
れ
ら
の
奴
隷
や
傭
い
の
僕
稗
に
よ
っ
て
刺
さ
れ
る
。
こ

こ
で
支
払
わ
れ
る
よ
り
高
い
地
代
は
、
か
れ
ら
を
司
ロ
ヨ
ミ
戸
に
お
け
る

よ
り
も
よ
り
勤
勉
に
よ
り
注
意
深
く
す
る
よ
う
に
し
む
け
る
。
か
れ
ら
の

家
畜
保
有
も
非
常
に
大
き
い
o
」
(
〉
-
H
W
F
u

匂
・
合
唱
・
)

(
m
N
)

〉・

ω・司
-w
日f
H
V
-
E∞
U

〉・

ω-w
司・

u
a
・
参
照
。

(
引
)
k
r
-

∞-
H
M

ア
-u
・
M
a
m
-

参
照
。

(

m

A

)

〉・回
-
M
Y
V
日
ア
回
以
Y

吋
凶
吋
・
吋
M
∞
山
開
-
H
-
u

ア
〉
同
V

宮
口
門
出
H
V
]
U
・
S-

よ
り
作
成
。
両
方
と
も
四
戸
口

r田
口
同
ロ
が
吋

E
L
2田
と
し
て
分
類
し
た
も

の
の
み
で
、
身
分
と
し
て
は
な
弘
同
に
含
ま
れ
る
商
人
ゃ
、

M
L
O
戸
m
F
B白ロ

に
含
ま
れ
る
肉
片
山

r
g
p同
Z
E同
(
〉
・
回

-
P
L
Y
]
u・
2
∞
・
参
昭
一
)
は

加
え
ら
れ
て
い
な
い
。

(
お
)
「
唱
曲
戸
区
百
!
は
職
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
う
ち
多
く
の
者
が

農
地
を
持
つ
だ
け
で
な
く
鋤
を
も
手
に
す
る
。
つ
ま
り
自
分
の
手
で
土
地

を
耕
す
。
そ
し
て
、
(
そ
の
仕
方
は
|
筆
者
)
か
れ
ら
の
顧
客
先
に
仕
事

が
み
つ
か
ら
な
い
時
に
土
地
を
耕
す
か
、
あ
る
い
は
、
兄
弟
の
一
人
が
農

地
を
耕
し
て
も
う
一
人
が
か
れ
の
職
業
上
の
義
務
に
従
事
す
る
か
で
あ

る
o

か
れ
ら
は
し
ば
し
ば
日
傭
い
労
働
者
と
し
て
働
く
。
」
(
〉
・
回
・
り
w

ア
匂
-
M
a
m
-
)
「
:
:
:
か
れ
ら
の
う
ち
多
く
の
者
が
二
年
の
う
ち
の
あ
る
期

間
は
自
分
の
農
地
で
働
き
、
あ
る
期
間
は
自
分
の
技
芸
に
従
事
す
る
。
し

か
し
よ
り
普
通
に
は
、
兄
弟
の
一
人
が
耕
作
し
、
も
う
一
人
が
自
分
の
職

業
に
従
う
。
:
:
・
・
時
間
の
一
部
を
さ
い
て
耕
作
に
あ
て
る
職
人
の
う
ち
の

多
く
は
日
傭
い
労
働
者
で
あ
る
ο

」
(
〉
・
回
・
司

-
L
Y司・

2
∞
・
)
「
:
:
・

耕
作
す
る
職
人
の
少
く
と
も
一
二
分
の
二
は
、
日
傭
い
労
働
者
と
し
て
そ
う

す
る
の
で
あ
っ
て
、
鋤
を
手
に
す
る
者
は
三
分
の
一
を
こ
え
な
い
。
」

(〉・

ω-u
日y
G
N
・
)
「
農
民

Q
R
B
2
ω
)
の
第
三
階
級
、
つ
ま
り
余
暇

に
、
あ
る
い
は
僕
婦
に
よ
っ
て
、
耕
作
す
る
と
こ
ろ
の
土
地
を
賃
借
す
る

職
人
た
ち
も
、
ま
た
、
ピ
ハ
l
ル
に
お
け
る
(
職
人
た
ち
|
筆
者
)
と
同

じ
立
場
に
あ
る
。
」
(
〉
・

ω-v
ち

-
u
u
u
・)

(
M
月
)
第
五
表
は
第
一
、
第
三
表
と
、
第
六
表
は
第
二
、
第
四
表
と
同
様
に

し
て
作
成
し
た
。
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(
汚
〉
「
こ
の
県
の
借
地
人
た
ち
の
第
二
の
階
級
は
、
職
人
た
ち

(HS仏
2
・

B
Oロ
)
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
、
私
が
り

5
と
℃
口
同
に
お
い
て
言
及
し
た

の
と
同
じ
目
的
の
た
め
に
、
わ
ず
か
な
土
地
を
賃
借
す
る

U

こ
れ
は
何
び

と
に
も
損
害
を
与
え
な
い
。
私
が
こ
こ
で
い
い
足
さ
ね
ば
な
ら
な
い
唯
一

の
こ
と
は
、
何
人
か
の
人
々
つ
ま
り
農
民

Q
R自
己
乙
で
あ
る
の
甲
山
一
日

が
こ
の
階
級
に
含
ま
れ
る
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
う
ち
何
人

か
は
、
身
分
の
高
い
人
々
の
よ
う
に
、
か
な
り
の
農
地
を
持
つ
o

し
か
し
、

か
れ
ら
は
そ
の
土
地
を
僕
稗
に
よ
っ
て
耕
作
し
、
高
額
の
地
代
を
払
い
は

す
る
が
、
自
分
の
仕
事
に
よ
り
注
意
深
く
臨
む
の
で
、
よ
り
大
き
な
収
読

を
あ
げ
る
ο

し
か
し
な
が
ら
大
規
模
な
僕
稗
雇
傭
の
費
用
は
非
常
に
大
き

い
の
で
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
主
な
財
源
と
な
る
の
は
家
斎
で
あ
る
。
そ
し
て

農
地
は
主
と
し
て
、
か
れ
ら
の
家
畜
群
の
便
宜
の
た
め
に
保
持
さ
れ
る
。

職
人
た
ち
に
属
す
る
農
業
役
畜
の
は
る
か
に
大
き
な
部
分
を
所
有
す
る
の

は
、
こ
の
技
術
者
た
ち

2
2
2
Z
)
の
階
級
で
あ
る
。
そ
し
て
か
れ
ら
の

う
ち
の
何
人
か
は
非
常
に
裕
福
で
あ
る
。
私
は
牝
牛
を
千
頭
持
つ
人
が
い

る
と
聞
い
た
。
他
の
職
人
た
ち
(
汁

g仏
2
5
8
)
は
主
に
作
物
の
分
け
前

を
受
け
取
る
人
々
を
用
い
て
判
制
作
す
る
。
」
(
〉
・
司

-
u
M
6・品
M
∞
a

お
甲
・
)

同
)
山
口
と
甘
口
円
云
々
に
つ
い
て
は
、
「
・
:

鋤
一
台
が
耕
せ
る
ふ
つ
う
の
面
積
は
:
:
:
五
エ
ー
カ
ー
で
あ
る
が
、
多
く

の
人
々
は
は
る
か
に
小
さ
な
面
積
を
賃
借
す
る
。
こ
れ
は
主
に
、
収
穫
前

の
暫
く
の
間
に
、
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
、
商
人
た
ち
公

S
L
R回
一
が
需
要

(
の
増
加
|
筆
者
)
を
利
用
し
て
、
た
い
て
い
の
場
合
、
か
れ
ら
の
穀
物

北
大
文
学
部
紀
要

側
格
を
法
外
に
つ
り
上
げ
る
時
に
、
自
分
た
ち
の
家
族
を
養
え
る
だ
け

の
米
を
得
た
い
と
岡
山
う
職
人
た
ち
(
可
知

ι
2
5
0ロ
〉
か
ら
な
る
。
こ
れ
ら

の
職
人
た
ち
は
自
分
で
田
畑
を
耕
す
の
で
は
な
く
、
分
け
前
の
た
め
に
そ

う
す
る
人
々
を
傭
う
。
:
:
:
」
(
肘

-H-F
司・

8
品
-
J

と
い
う
記
事
を
参

照
。
「
借
地
人
た
ち
の
第
二
の
階
級
は
、
ア
肖
巳
可
同
に
お
け
る
よ
う
に
、

職
人
た
ち
公

B
L
E目
。
口
)
と
技
術
者
た
ち
タ
ユ
U
Z
)

と
か
ら
な
る
。

こ
れ
ら
の
人
々
の
中
に
私
が
含
め
た
の
口
出
削
は
、
そ
の
う
ち
の
牛
乳
を

商
う
人
々
だ
け
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
県
で
は
そ
の
カ

l
ス
ト
に

属
す
る
非
常
に
多
数
の
人
々
が
、
ほ
か
の
農
民
た
ち

Q
R
B
R
m
)
以
上

に
は
牛
乳
を
商
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
が
司
戸
口
比
百
ー
に
関

す
る
記
述
の
中
で
こ
の
借
地
人
た
ち
の
階
級
に
つ
い
て
い
っ
た
こ
と
の
す

べ
て
は
、
こ
こ
に
も
あ
て
は
ま
る
。
し
か
し
、
私
が
つ
け
加
え
な
く
て
は

な
ら
沿
い
の
は
、
こ
の
県
で
は
彩
し
い
数
の
職
人
た
ち
(
け

g
巴
E
B
E
)

が
、
一
し
年
の
う
ち
あ
る
期
間
は
自
分
の
技
術
で
働
き
、
残
り
の
期
間
は
自

分
の
農
地
で
働
く
こ
主
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
小
商
人
た
ち

Q
2ミ

オ
白
仏
角
田
w

切
岳
山
!
巳
印
)
の
大
き
な
部
分
が
H
M
m
g
ロ
q
m
つ
ま
り
職
人

(
片
岡
田
巴
由
自
白
)
に
含
ま
れ
る
。
」
(
〉
・
ロ
F
・

2
y
合
唱
・
ま
0

・)

。
。
盟
問
(
凹
山
口
4
0
C
M
刊
と
る
は
、
八
牛
飼
い
。
家
畜
の
番
を
し
、
乳
を
売

る
こ
と
を
職
業
ま
た
は
カ
l
ス
ト
と
す
る
人
。
〉
門
司
己
g
p
o
U
2
F
J

]
V
M
3
m
乙

]U2ロ
P
の
ミ
ー
同
両
県
で
は
、
。
。
出
削
の
大
半
が
単
な
る
農

民

Q
R
B
R
ω
)
に
す
ぎ
な
い
(
〉
・
出
-
p
y
u
u
吋
・
)
の
で
、
こ
の
う
ち
ご

く
少
数
の
牛
乳
販
売
者
の
み
を
回
以
内
E
ロ
岡
山
と
す
る
(
〉
-
∞

-
P
L
Y
Z∞・
1
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十
九
世
紀
初
期
の
ピ
ハ

I
ル
州
に
お
け
る
何
回

d
阜
の
階
層
構
成

官
向
自
国

ω『同日戸釦ゲ白色
j

県
で
は
カ

l
ス
ト
の
専
業
に
従
事
す
る
者
は
の
o出
聞
の
一
四

パ

l
セ

γ
ト
に
み
た
ず
(
〉
・

ω
-
u
p
N
Z・)、
]
U
E
円
三
百
県
で
も
大
半
は

た
だ
の
農
民
(
ロ
ロ
E
4
2
0吋
乙
で
あ
り
(
〉
匂
-
b・M
M
河川・)、回
r
m
E聞
と
HM
ロ同

県
の
の
白
山
]
阿
も
職
業
的
に
は
こ
れ
と
変
ら
な
い
(
〉
・
即
日
f
v
]
V
M
認
し
。

の
白
山
円
削
を
ど
の
階
屑
に
帰
属
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
、

H
M
m
w
同
口
同
"
の
印
可
-P

H凶
rm口
間
三
日
百
円
一
一
一
県
の
記
述
は
、

H
r
g
-
o
E己
戸
品
目
仏
j
:
:
:
と
あ
る
の
で
、

こ
れ
が
在
地
の
慣
行
に
よ
る
分
類
か
、
切
ロ
ロ
ゲ
同
ロ
回
口
自
身
の
考
え
に
よ
る

の
か
は
、
こ
の
限
り
で
は
明
ら
か
で
な
い
。
小
商
人
の
帰
属
が
県
に
よ
っ

て
異
な
る
例
(
註
党
お
よ
び
本
註
所
引
の
〉
・
回
F
の
記
事
参
照
)
か
ら

察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
弘
同
問
問
以
外
の
階
層
の
カ

i
ス
ト
構
成
に
つ
い
て

は
慣
行
自
体
が
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
切
戸
口
}
戸
田
口
田
口
の
私
見
も
交
え
ら
れ
て

い
る
。
一
般
に
カ

l
ス
ト
相
互
の
序
列
関
係
は
当
事
者
と
第
三
者
と
で
は
、

ま
た
第
三
者
の
問
で
も
、
異
な
っ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

(
%
)
肘
-
H
-
w

日比
-
H
M
-
A
山市V
吋
w
F
K
F
2
5
ロハ回目
H
V
H
U
・
ヶ
の
統
計
に
よ
る
。

本
文
で
は
借
地
人
膚
を
四
階
層
に
区
分
し
な
が
ら
、
表
の
中
で
は
、
職
業

別
人
口
を

E
F
g
と
戸
但
σoロ
円
。
吋
凹
と
に
二
分
し
、
戸
白
σ
oロ
8
5
を
さ

ら
に

K
F
1
5
5
3
と
の
己
巳
く
S
O
B
と
に
二
分
し
て
、
都
合
三
階
層
し

か
挙
げ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
〉
江
民
日

8
2
の
人
口
を
と
っ
て
計
算

し
た
。

(
労
)
こ
れ
は
両
県
の

r
g
q聞
の
人
口
を
と
っ
て
計
算
し
た
も
の
。

〉・司
-
v
H
U
H
M
・
M
G
a
M
H
∞
・
の
記
事
か
ら
、
国

mRd〈
出
削
な
ど
弘
円
山
同
に

属
す
る
も
の
を
除
い
た

σ由
民
可
削
家
族
企
回
目

Hσ
、
)
数
は
約
二
、
六
四

O

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
回
ロ
ロ

r田
口
同
ロ
は

H
V
H
-
w

日
出
場
官
臥
唱
吋
・
の
表

で
は

]
U
R
E
U
『
白
の
総
人
口
を
二
、
九

O
四
、
一
二
八

O
人
と
し
、
〉

-PV

3
・明

3
・
8
u・
の
表
で
家
族
総
数
四
八
五
、
五
五
九
と
、
推
定
し
て

い
る
ο

家
族
総
数
の
う
ち
に
は
家
を
持
た
な
い
吟
遊
詩
人
七
、
一
四

O

人
が
含
ま
れ
る
の
で
、
一
家
族
あ
た
り
の
人
口
は
約
六
人
と
な
る
。
従
っ

て
ゲ
田
区
可
聞
の
総
数
は
約
一
五
、
八

O
O
人
と
計
算
さ
れ
る
。
〉
-
回
目
戸
-

W

3
・
M
M
吋
a
M
M
唱
・
か
ら
は
弘
司
問
問
に
数
え
ら
れ
な
い

E
巳
吋
聞
の
家
族

数
が
約
一
、
四
六

O
、
そ
れ
に
家
族
(
問
自
己
ち
と
し
て
で
な
く
、
世
帯

(
F
c
g巾
)
と
し
て
計
算
さ
れ
た
も
の
が
一
九

O
な
い
し
一
一
一
一
一

O
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
回
rmHH問
白
山
切
口
同
県
に
つ
い
て
は
類
似
の
表
が
な
い
の
で
、

H
M
E
円
三
可
同
県
の
も
の
を
こ
こ
で
も
用
い
る
が
、
〉

-pu
旬開》・

3
吋
B

河川唱∞・

に
あ
る
在
地
警
察
官
(
イ
ン
ド
人
)
の
報
告
を
要
し
た
表
に
よ
る
と
、
一

世
帯
あ
た
り
の
人
口
は
、
約
四
・
三
人
と
な
る
。
(
こ
の
表
の
記
載
す
る

人
口
数
は
切
ロ
ロ
r
m
ロ
釦
ロ
の
推
定
と
は
非
常
な
一
陥
り
が
あ
る
が
、
人
口
数

・
世
帯
数
と
も
に
出
所
は
同
じ
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
世
帯
あ
た
り
の

平
均
人
数
を
算
出
す
る
こ
と
も
誤
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
O

)

こ
の
数
値

を
加
味
し
て
、
回
}
H

回
口
問
国
!
日
甘
口
同
県
の
ゲ

mgq同
人
口
を
計
算
す
る
と
約

一
四
、
三

O
O人
と
な
る
。
岡
県
の
総
人
口
は
何
-
H
u
目f

〉
喝
句
。
ロ
《
出
HU

ヲ
ア
の
表
に
よ
る
と
、
二
、

O
一
九
、
九

O
O
人
o
H
W
-
H
v

山
ケ
〉
℃
マ

開口門同町
w

沼
)

m

a

吋
山
山
山
ア
宮
M

・
8
M
・
8
u・
に
は
そ
れ
ぞ
れ
回
目
凶
印
ロ
聞
と
'

吉
ア
可
ロ

E
q伊
両
県
の
技
術
者
〉
同
昨
日
凹
昨
日
の
職
業
あ
る
い
は
カ
l
ス
ト

と
そ
れ
ぞ
れ
人
口
と
の
推
定
が
一
不
さ
れ
て
い
る
が
、
回
rg-m白日目
V

ロ
円
一

O
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凶
、
司
日
目
百
八
七
の
職
業
ま
た
は
カ
l
ス
ト
の
中
に
は
本
文
中
に
発

見
で
き
な
い
も
の
も
多
く
、
ま
た
そ
れ
に
記
さ
れ
た
人
口
を
合
計
し
た
結

果
は
、
両
県
の
〉

2
5
2
5
の
数
と
著
し
く
異
な
る
。
他
の
階
層
に
つ

い
て
は
こ
の
よ
う
な
表
が
な
い
」
こ
こ
で
は
肘

.H-wF〉
℃
司
⑦
ロ
仏

w・司・

】

U
E
L》
臥

3
・
の
表
の
数
値
に
従
う
。

〈
郊
)
-
借
地
人
た
ち
の
第
一
二
の
階
級
は
口
問
田
陣
つ
ま
り
農
耕
民
(
立

CEmr・

5
0ロ
〉
と
よ
ば
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
中
に
は
、
土
地
を

賃
借
す
る
人
(
芯
ロ
由
民
間
耳
目
H
c
r
a
m
-田ロ品
ω)

だ
け
で
は
な
く
、
作
物

の
分
け
前
や
賃
金
の
た
め
に
耕
作
す
る
人
々
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
県
の
東

部
に
は
こ
れ
ら
の
人
々
、
こ
と
に
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
が
多
数
い
て
、
広
い

農
地
と
多
く
の
家
畜
を
も
っ
て
い
る
が
、
。
吉
田
守
口
円
の
富
農
や
富
耐
の

よ
う
に
裕
福
な
者
は
ご
く
稀
に
し
か
い
な
い
。
し
か
し
か
れ
ら
は
、
家
粛

の
お
か
げ
で
あ
る
程
度
ま
で
附
取
引
が
で
き
、
よ
り
貧
困
な
隣
人
た
ち
の

欠
乏
を
み
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
西
部
で
は
か
な
り
の
農
地
を
賃
伯
す
る

労
働
諸
部
族
(
任
。

z
r
o
E
E
m
E
r
g
)

の
数
は
さ
ら
に
少
く
、
農
地

の
ほ
と
ん
ど
を
占
有
す
る
の
は
高
位
の
諸
部
族

.
p
m
E
m
r
E
r
g
-
と
牛

飼
い
と
で
あ
る

v

」
(
〉

-
M
y
b
-
S甲
・
)
「
借
地
人
た
ち
の
第
三
階
級
は

口
問
田
山
つ
ま
り
農
民
か
ら
な
る
。
し
か
し
人
々
に
与
え
ら
れ
た
こ
の
呼
称

は
、
自
分
の
手
で
す
す
ん
で
労
働
す
る
借
地
人
層
だ
け
で
な
く
、
僕
鉾
・

日
雇
い
労
働
者
そ
れ
に
奴
隷
(
回
目
印
ぐ

g)
を
も
含
む
し
私
は
州
内
包

Hr右
足

で
、
ロ
吉
田
』
吉
同
の
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
の
富
農
の
よ
う
に
裕
富
な
、
こ
の

階
級
の
人
々
を
何
人
か
み
た
心
そ
し
て
こ
れ
ら
の
人
々
も
同
じ
信
仰
を
も

北
大
文
学
部
紀
要

っ
て
い
た
」
し
か
し
概
し
て
こ
の
階
級
は
非
常
に
貧
困
で
あ
る
。
よ
り
給

福
な
人
々
の
ほ
と
ん
ど
は
小
前
人
な

2
q
L
S
-
2乙
で
あ
り
、

Z-u同・

ユ
の
か
わ
り
に
間
吋

r
g
p白

σゆ
匂
山
片
岡
と
よ
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
商

業
諸
部
族
(
ロ

D
B
B
2己
巳

2
5
2
)
に
属
す
る
小
商
人
か
ら
区
別
さ
れ

る
。
」
(
〉
・
切
戸
、
司
・
求
。
・
)
「
]
O
志
向
は
耕
す
こ
と
(
同

0
1
0
E
m
r
)

を
固
有
の
義
務
と
す
る
人
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
か
な
り
多
数
の
人

々
は
土
地
を
持
た
ず
、
時
に
は
僕
牌
と
し
て
時
に
は
日
一
履
い
労
働
者
と
し

て
働
く
。
農
耕
民
の
う
ち
の
多
く
の
者
は
ほ
か
の
仕
事
は
少
し
し
か
し
な

い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
〈
機
種
筆
者
に
対
す
る
需
要
が
、
よ
り
裕
宿
な

a
L同
の
農
地
で
は
非
常
に
大
き
い
。
」
(
〉
.
∞

-
P
L。匂・
M
m
a
・
)
「
農

民
(
司
白

5
2出
の
第
四
階
級
は
、
口
間
切
問
つ
ま
り
農
耕
諸
部
族

(
1
0戸
-

m
r
E間
同

H
5
2・
の
諸
階
級
で
あ
る

L

し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
ら
の
う
ち
の

多
く
の
者
は
、
回
}
戸
田
口

mm-吉
岡
に
お
け
る
よ
う
に
、
僕
稗
、
日
傭
い
労
働

者
、
そ
し
て
奴
隷
で
あ
る
ν

か
れ
ら
の
う
ち
の
若
干
の
商
人
た
ち
公

3
・

ι
R
m
u
問
5
2
F回
す

4
r
c
は
か
な
り
の
運
送
用
役
畜
と
、
一
市
場
地

か
ら
他
へ
の
交
易
を
可
能
な
ら
し
め
る
少
額
の
貨
幣
と
を
所
有
す
る
)
相

当
多
く
の
同
cmH刷
、
こ
と
に
井
戸
水
で
溶
液
す
る
土
地
を
耕
作
す
る
人

々
は
貨
幣
を
持
ち
、
一
部
は
利
子
を
と
っ
て
貸
し
つ
け
、
一
部
は
退
蔵
す

る
、
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
υ

し
か
し
、
一
、

0
0
0
ル
ピ

l
以
上
を
持

っ
と
考
え
ら
れ
る
者
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
な
く
、
五
、

0
0
0
ル
ピ
ー
が

一
人
の
持
つ
最
高
限
度
で
あ
る

u

生
活
様
式
の
上
で
は
、
こ
れ
ら
の
人
々

は
よ
り
貧
困
な
種
類
の
借
地
人
た
ち
と
差
が
な
い
o

」
(
〉
-
∞

-pu
日目。
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十
九
位
紀
初
期
の
ビ
ハ

1
ル
州
に
お
け
る
何
回

d
2
の
階
層
構
成

高
畠

】唱u.

吋明翠叫半品∞.)「
?vこ
」
の
県
の
農
民
の
第
四
階
級
は
、
∞
⑦
各F州
R凶ロ円(阿司烈νJ州

両
県
|
筆
者
)
の
そ
れ
と
は
名
称
が
異
な
る
だ
け
で
、
ロ
間
ω
聞
の
か
わ
り

に

r山
門
白
ロ
仏
釦
間
間
口
(
巴
口
問
己
ロ
門
Hmv
出
血
巴
ロ
)
と
よ
ば
れ
る
υ

問
手
間
ω同
町
但
寸
巾
問

問
)
叫
し
片
岡
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
調
査
し
た
諸
県
の
大
半
に
お
け
る
よ
り
も
貧

し
く
、
交
換
可
能
な
資
本
に
お
い
て
公
ロ

0
5
Eロ
mgzogHV-sc

二、

0
0
0
ル
ピ

l
以
上
に
値
す
る
(
も
の
を
持
つ
|
筆
者
)
と
考
え
ら

れ
る
者
は
一
人
も
お
ら
ず
、
一
方
、
穀
物
輸
送
の
た
め
の
家
畜
を
飼
う
者

は
ご
く
わ
ず
か
し
か
い
な
い
。
そ
し
て
か
れ
ら
は
、
主
に
至
近
の
困
窮

し
た
隣
人
を
相
手
に
す
る

ν

し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
貧
困
な
農
民
た
ち

Q
R
5
2
も
の
多
数
が
諸
収
穫
の
間
の
時
期
に
は
、
こ
れ
ら
の
商
人
た
ち

が
前
貸
し
す
る
貨
幣
で
生
活
を
支
え
る
と
い
わ
れ
る
の
だ
か
ら
、
か
れ
ら

の
資
本
は
け
だ
し
過
小
に
見
積
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
れ
が

本
当
な
ら
、
か
れ
ら
の
資
本
は
叙
述
を
は
る
か
に
上
ま
わ
る
で
あ
ろ
う
。

同

DRH
た
ち
は
こ
こ
で
は
貨
幣
退
蔵
ゆ
え
の
名
声
を
博
し
て
い
な
い
。
」

(〉・
ω
-
u
-
y
u
u川
町
・
)
ピ
ハ

l
ル
の
問
。
。
日
は
農
民
で
こ
と
に
ケ
シ
の
栽

培
に
従
事
す
る
。
(
巧
己
ω
D
F
C℃

2w
℃

-
s
o
p
)

〈
労
)
「
借
地
人
た
ち
の
第
凶
の
階
級
は
関

ozu己
(
凹
山
口
)
す
な
わ
ち
下
級

小
作
人
(
ロ
ロ

L
0
2
8
2
g
)
で
あ
っ
て
、

8
5
2ハ
同
庁
か
ら
の
借
地
権

(-g由
2
)
も
占
有
(
権

l
筆
者

Q
S
E
a
-
oロ
)
も
ま
っ
た
く
な
い
が
、

法
外
な
地
代
を
支
払
っ
て
、
借
地
人
層
か
ら
土
地
を
賃
借
す
る
。
」

(〉

-pw
問y
S
0
・
)
「
司
日
臣
官
の
記
述
の
中
で
言
及
し
た
、
下
級
小

作
人
か
ら
な
る
借
地
人
た
ち
の
第
四
階
級
は
、
円
、
白
「
阻
止

2
3
2
南
部
を

除
く
と
、
こ
の
県
で
は
ご
く
わ
ず
か
の
人
々
し
か
含
ま
な
い
。
か
れ
ら
は

こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
ヒ

γ
デ
ィ
語
の
方
言
で
関
口

H
E
-
-
(包
口
)
お
よ
び

同ハ

cgu託
(
曲
目
口
)
と
よ
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
も
農
耕
民
に
含
ま
れ

る
じ
」
(
〉
切
F
W
U
-
K
H
E
0
・)

(
仰
)
「
こ
の
諸
県
で
は
、

ω
z
c
g
q
R
で
第
四
階
級
を
形
成
す
る
下
級

小
作
人
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
に
ひ
と
し
い
o

」
(
〉
・
∞
-
H
y
b
L
v・2
∞
・
)

「
も
し
私
た
ち
が
、
賃
金
の
か
わ
り
に
わ
ず
か
な
土
地
を
受
け
取
る
僕
稗

を
、
下
級
小
作
人
の
名
の
下
に
含
め
な
け
れ
ば
、
こ
こ
に
は
下
級
小
作
人

は
ま
っ
た
く
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
わ
ず
か
な
土
地
は
、
完
全
に
か
れ

ら
の
主
人
の
役
畜
に
よ
っ
て
耕
さ
れ
る
。
」
(
〉
回
F
W
H
M
-
a
a
・)

(
引
)
「
借
地
人
層
が
か
れ
ら
の
役
畜
と
労
働
と
に
対
す
る
報
酬
を
受
け
取

る
様
式
と
し
て
の
、
作
物
の
分
け
前
の
た
め
に
、
人
を
傭
っ
て
耕
作
さ
せ

る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
行
わ
れ
て
い
な
い
。
」
(
〉
・
切
削
v

w

出場

司・吋
Mum-)

「
こ
こ
に
は
作
物
の
分
け
前
の
た
め
に
耕
作
す
る
〉

L
E
u
-同

(
回
目
ロ
)
は
ま
っ
た
く
い
な
い
O

L

(

〉・

ω-w
℃
-

U

品0
・
)
同
仏
圧
倒
同
に
つ
い

て
は
後
述
す
る
。

(
位
)
「
:
・
:
分
け
前
の
た
め
に
借
地
人
た
ち
の
土
地
を
耕
す
者
は
非
常
に

わ
ず
か
し
か
い
な
い
。
そ
し
て
県
の
切
岳
民
(
に
属
し
た
|
筆
者
)
の

地
方
で
は
、
か
れ
ら
は
概
し
て
同
己
3
m
L
H
(
a
n
)

と
い
う
一
般
的
名
称
の

下
に
法
外
な
地
代
を
支
払
う
下
級
小
作
人
と
混
合
さ
れ
る
v

一
方
、
鋤
半

台
分
の
役
畜
だ
け
を
持
つ
小
借
地
人
た
ち
は
、
邑

-EM同
門
と
よ
ば
れ
る
。

し
か
し
ベ

γ
ガ
ル
(
に
属
し
た

l
筆
者
)
の
地
方
で
は
、
分
け
前
の
た
め
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に
耕
作
す
る
人
々
が
問
仏
冨
開
門
と
よ
ば
れ
、
下
級
小
作
人
は
問
。

-ajX

宮
山
口
)
と
よ
ば
れ
る
。
借
地
人
た
ち
の
土
地
を
分
け
前
の
た
め
に
耕
す
人

々
が
き
わ
め
て
普
通
な
の
は
、
そ
の
地
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
は
地
代
の
い
か
な
る
部
分
も
作
物
の
分
け
前
か
ら
な
り
立
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
」
(
〉
.
切
F
u
℃・
4
m
∞・)

(
相
)
第
七
表
は
第
一
・
三
・
五
表
と
、
第
八
表
は
第
二
・
四
・
六
表
と
そ

れ
ぞ
れ
同
様
に
し
て
作
成
し
た
。

ω
r同
rmwゲ
色
一
県
の
数
字
の
基
礎
は
人
口

で
は
な
く
て
戸
口
で
あ
る
。

(
川
明
)
切
戸
n
F
m
ロ
田
口
は
こ
れ
を
、
「
自
己
の
所
有
権
が
な
い
土
地
を
耕
作
す

る
人
々

(psodqrcs-巴
〈

m
Z
Fロ
仏
宮
司
E
口
F
F
q
F
2
0
口。

匂円。匂

R
q
)
」
と
よ
ぶ
U

(

〉・回・司
-u
日
ア
℃
-
u
u
T
〉・
ω
-
w
]
ν
-
u
品O
U

k
r
.
H
y
w
日
以
・
会
凶
U

〉.∞
-
y
u
日)・品血吋・)

(
M
U
)
m
E
F
E
E
w
m
F
L
Z
は
〈
半
分

V
を
意
味
す
る
。
作
物
を
二
等
分
す

る
こ
と
、
一
方
が
土
地
と
種
子
を
地
方
が
労
働
を
そ
れ
ぞ
れ
に
提
供
す
る

こ
と
、
を
削
ι広
間
と
い
う
。
在
日
比
削
円
は
後
述
の
よ
う
に
〈
収
穫
物
の

半
分
を
受
け
と
る
者
〉
の
意
味
で
あ
る
が
、
註
(
判
官
)
所
引
の
記
事
で
は

八
鋤
半
台
分
〉
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
自
分
の
時
間
の
半
分
は

一
村
で
、
残
り
の
半
分
の
時
間
を
他
村
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
を
耕
す
者

を

包

z
p
'
E円
E
と
い
う
例
も
あ
る
υ

巧ニ
g
p
o匂
円

X
V
3・
∞
ゲ
E

甲
ゲ
・
参
照
。

(
必
)
「
鋤
一
台
を
使
い
続
け
る
に
充
分
な
役
畜
を
持
つ
が
、
(
自
分
の
|

筆
者
)
土
地
が
な
く
、
作
物
の
分
け
前
の
た
め
に
他
人
の
土
地
を
耕
す
者

北
大
文
学
部
紀
要

は
、
こ
こ
で
も
問
《
デ
百
円
と
よ
ば
れ
、
。
古
田
守
戸
吋
お
よ
び
河
田
口
問
℃
己
叶
に

お
け
る
の
と
ほ
ぼ
同
様
の
立
場
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
概
し
て
、
か

れ
ら
は
そ
の
土
地
の
所
有
者
の
も
の
に
な
る
作
物
の
分
け
前
の
刈
り
入
れ

を
し
な
い
か
ら
、
か
れ
ら
の
報
酬
は
よ
り
高
い
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い

は
、
も
し
か
れ
ら
が
(
所
有
者
の
分
け
前
の
刈
り
入
れ
を
筆
者
)
す
れ

ば
、
労
力
に
対
す
る
支
払
い
を
受
け
る
。
し
か
し
種
子
に
つ
い
て
は
、
か
れ

ら
(
自
身

l
筆
者
)
が
こ
れ
を
供
給
す
る
か
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
い

つ
で
も
起
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
借
り
て
利
率
一

O
O
パ
ー
セ
ン
ト
で
返
済

す
る
か
、
で
あ
る
心
か
れ
ら
は
他
の
耕
作
費
用
の
一
切
を
支
払
い
、
作
物

の
半
分
を
と
る
υ

か
れ
ら
の
状
態
は
雇
傭
さ
れ
る
僕
稗
や
日
傭
い
労
働
者

よ
り
も
よ
い
も
の
と
、
ご
く
一
般
に
は
認
め
ら
れ
る
。
か
れ
ら
は
主
と
し

て
土
地
を
賃
借
す
る
高
位
諸
カ
l
ス
ト
の
人
々
、
職
人
た
ち
(
同
門
日
仏

g

B
B
)
、
そ
れ
に
自
分
の
費
用
で
耕
す
べ
き
土
地
を
残
し
て
い
る
所
有
者

た
ち
(
胃
D
H
U
2
2
2凹
)
に
傭
わ
れ
る
ο

」
(
〉
-HM-b
・

s・)

り
5
3
-
u
C
H
に
つ
い
て
は
開
-
H
-
L
Y
H
M
主
M

・
を
参
照
。
さ
し
あ
た
り
本

稿
に
引
用
す
べ
き
記
述
は
な
い
。
月
山
口
問
]ω
日
の
分
益
小
作
に
つ
い
て
は

何

H
W
2・
は
採
録
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
一
般
の
土
地
保
有
農
民
の

sszι
向
円
に
対
す
る
地
代
支
払
い
は
生
産
物
形
態
を
も
っ
て
す
る
こ
と

が
多
く
(
〉
・
回
・
同

L
ア
匂
・
吋

8
・
の
表
に
よ
る
と
司
巳
口
同
県
五

O
パ

l
セ
γ
ト
、
。
同
可
同
県
七
凶
パ

I
セ
シ
ト
弱
、
開
-H-w
ケ
〉
買
高
ロ
【
】
HHV

HM-u--
の
表
で
は

ωF同
}grmwL
県
七

O
パ
ー
セ
ン
ト
弱
、
他
の
二
県
は

不
明
)
、
突
際
に
は
こ
れ
は
生
産
物
の
折
半
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
た
。



十
九
世
紀
初
期
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ビ
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l
ル
州
に
お
け
る
何
回

d
尽
の
階
層
構
成

高
畠

分
益
小
作
と
一
般
の
土
地
保
有
農
民
と
の
基
本
的
な
相
違
は
、
第
一
に
は

土
地
の
占
有
権
の
性
格
、
第
二
に
は
後
者
は
貨
幣
地
代
を
も
支
払
う
場
合

が
あ
る
の
に
前
者
は
そ
れ
が
な
い
こ
と
、
第
三
に
前
者
が
耕
作
費
用
を
負

担
す
る
の
に
後
者
は
収
穫
費
用
の
控
除
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

(
〉
・
司
・
回
二
ア
℃
U
・

2
u
・
3
0・
を
参
照
)

な
お
ベ
ン
ガ
ル
の

rr同
門
出
回
同
同
由
民
同
可
巳
も
分
益
小
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る

u

r
E
S山門

g
dえ
に
つ
い
て
筆
者
は
、
英
国
滞
在
中
に
、
西
ベ
ン
ガ
ル

州
、
シ
ャ
ダ
ウ
プ
ル
大
学
の
一
フ
ナ
ジ
ッ
ト

U
グ
ハ
氏
に
御
教
一
不
を
い
た
だ
い

た
。
氏
の
論
考
は
前
掲
の
回
。
ロ
O
U
刊
の
F
O
唱

ι
r
q
氏
の
も
の
と
併
ぜ
て

い
ず
れ
紹
介
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

〈
円
引
)
註
(
M
U
)

を
参
照
。

〈
必
)
「
:
:
:
:
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
僕
牌
は
か
れ
ら
の
主
人
た
ち
に
負
債

が
あ
っ
て
、
未
返
済
分
を
返
済
し
な
い
で
ほ
か
に
仕
え
る
こ
と
は
法
的
に

(-mmm口
三
で
き
な
い
。
」
(
〉

-mv
匂
・
怠
u
・
)
「
月
ぎ
め
ま
た
は
季

節
ぎ
め
で
備
わ
れ
る
僕
稗
た
ち
は
、
主
と
し
て
鋤
耕
民
(
三

c
c
m
r
B
g
)

と
家
畜
の
番
人
と
で
あ
る
。
通
常
、
前
者
へ
の
支
払
い
は
少
な
い
が
、
か

れ
ら
は
一
し
年
の
う
ち
九
ヶ
月
の
間
(
所
定
の
労
働
に
|
筆
者
)
従
事
す
る

だ
け
で
あ
っ
て
、
自
分
の
た
め
の
収
穫
を
許
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
か
れ

ら
は
少
し
し
か
働
か
な
い
し
、
自
分
の
小
屋
を
修
繕
す
る
時
聞
を
与
え
ら

れ
、
自
分
の
た
め
に
そ
の
ほ
か
の
わ
ず
か
な
事
仕
事

C
c
g
を
す
る
。

か
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
大
抵
は
結
婚
し
て
お
り
、
普
通
は
凶
人
、
つ
ま
り
妻

と
子
二
人
か
ら
な
る
家
族
を
持
っ
て
い
る
。
・
:
:
」
(
〉
・
】
J
H
V・
念
品
・
)

「
当
県
の
回

o
r
R
(に
属
し
た

i
筆
者
)
地
方
で
は
、
鋤
耕
民

f
E
O戸
my-

g
oロ
)
が
年
ぎ
め
で
傭
わ
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
く
、
(
か
れ
ら
が

傭
わ
れ
る
の
は

i
筆
者
)
概
し
て
鋤
耕
季
節
の
間
だ
け
で
あ
る
υ

か
れ
ら

は
通
常
、
実
際
に
、
そ
の
期
間
身
売
り
す
る
の
で
あ
る

U

何
と
な
れ
ば
、

か
れ
ら
は
五
な
い
し
二

O
ル
ピ
ー
を
無
利
息
の
貸
付
金
と
し
て
受
け
取
っ

た
の
で
あ
り
、
返
済
で
き
る
ま
で
は
、
日
に
カ
ル
カ
ッ
タ
規
準
で
三

Z門

(
約
二
・
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
筆
者
)
の
籾
っ
き
米
ま
た
は
い
く
ば
く
の
組

米
を
受
け
取
っ
て
、
鋤
耕
季
節
ご
と
に
主
人
の
た
め
に
働
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る

u

も
し
主
人
に
家
畜
が
四
頭
あ
れ
ば
鋤
耕
民
は
六
時

間
働
き
、
六
頭
な
ら
九
時
間
働
く
。
か
れ
は
主
人
の
た
め
に
、
家
畜
を
仙
叫

に
つ
け
る
か
、
ゐ
る
い
は
初
伝
板

Q
Fロ
昨
)
や
ま
ぐ
わ
?
と
怖
と
に
つ

け
て
働
か
せ
る
こ
と
以
外
は
、
何
も
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
か
れ

が
勤
勉
な
ら
ば
、
午
後
に
わ
ず
か
の
賃
仕
事
が
で
き
る
の
だ
が
、
多
く
の

地
方
で
は
、
そ
の
人
々
は
大
へ
ん
怠
惰
な
の
で
、
こ
れ
を
利
用
し
な
い
。

鋤
耕
労
働
(
立

OEmrsm)
が
な
い
時
は
、
僕
蝉
た
ち
は
通
常
除
草
や
移

植
の
た
め
に
傭
わ
れ
、
い
つ
も
の
穀
物
給
与
よ
り
は
多
い
が
や
は
り
さ
さ

い
な
給
与
を
も
ら
う
・
:
。
」
(
〉
・
出
F
W
]
γ

ま
∞
・
な
お
、
次
頁
に
は
僕

鮮
の
家
族
構
成
を
や
は
り
四
人
と
す
る
記
事
が
あ
る
。
)
「
当
県
の
鋤
耕

僕
熔

(
1
2
m
r
1
2円
〈

g
g
〔同

E
q
g
u
巴
ロ
〕
)
は
、
切

}Mg岡
田
-
吉
岡
の

H
W
O
Y
R

に
属
し
た
地
方
の
そ
れ
ら
と
ま
っ
た
く
同
じ
立
場
に
あ
り
、
こ

れ
は
既
に
充
分
に
述
べ
ら
れ
た
所
で
あ
る
。
私
が
観
察
し
た
主
な
相
違

は
、
多
く
の
地
方
で
、
親
の
遺
産
が
価
値
に
お
い
て
か
れ
の
負
債
を
は
る
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か
に
下
回
る
場
合
で
さ
え
、
息
子
は
父
に
対
す
る
前
貸
金
を
返
済
す
る
義

務
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
:
・
:
。
」
(
〉
-
∞

-
P
L
r

H
V

・
ヨ

m・
)
「
鋤
耕
僕
糾
(
問
問
白
山
吉
ま
た
は
同
日
ouB)
は
国
岳
民
に

お
け
る
の
と
だ
い
た
い
同
じ
よ
う
な
立
場
に
あ
り
、
た
だ
、
前
貸
金
を

与
え
る
制
度
が
〉
g
r

周
辺
に
限
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
(
前

貸
金
の
額
は

l
筆
者
)
五
な
い
し
二

O
ル
ピ

l
の
間
を
変
動
す
る
(
点
だ

け
が
異
な
る

l
筆
者
〉
。
し
か
し
そ
こ
で
さ
え
、
私
は
、
父
の
負
債
が
疑

も
な
く
し
ば
し
ば
息
子
の
結
婚
の
た
め
に
生
じ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

息
子
が
父
に
対
す
る
前
貸
金
の
た
め
に
束
縛
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
聞

か
な
か
っ
た
。
そ
の
他
の
地
区
で
は
そ
の
(
雇
傭
さ
れ
る

l
筆
者
)
季
節

分
以
上
の
前
貸
は
行
な
わ
れ
ず
、
僕
抑
は
そ
れ
が
終
る
と
完
全
に
自
由
に

な
る
。
:
:
・
」
(
〉

-P
・匂
-
U
A
】
・
)
「
:
:
:
こ
の
(
鋤
耕
|
筆
者
)
季

節
の
問
、
か
れ
ら
が
主
人
の
た
め
に
九
時
間
以
上
働
く
こ
と
は
稀
に
し
か

な
く
、
丸
一
日
働
ら
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
時
に
は
、
追
加
給
与
と
受
け

取
る
。
」
(
〉
・
回
-
H
y
k
f屯
・
内
部
吋
・
)
な
お
、
負
債
に
つ
い
て
は
、
「
前

貸
金
は
結
婚
・
葬
式
お
よ
び
そ
の
他
の
こ
の
よ
う
な
儀
式
の
費
用
を
支
払

う
の
に
使
わ
れ
、
労
働
者
が
死
ね
ば
失
わ
れ
る
。
」
(
〉
・
ω
r
-
w
H
)・
ι
S・)

負
債
相
続
を
め
ぐ
る
慣
行
の
地
域
差
に
注
意
せ
よ
。

〈
紗
〕
次
節
第
十
表
参
照
。
僕
鱒
・
奴
隷
の
中
に
も
、
鋤
を
所
有
す
る
者
は

か
な
り
あ
っ
た
ら
し
い
。

〈
列
)
「
し
か
し
な
が
ら
、
県
内
の
多
く
の
地
方
こ
と
に
西
部
に
は
、
貸
付

金
と
し
て
以
外
は
賃
金
も
食
糧
も
受
け
取
ら
な
い
、
同
昨
日
μ

唱
間
同
同
(
印
山
口

北
大
文
学
部
紀
要

〉
H
r
c百
円
と
ま
た
は
門
知
ロ
昨
日
g
H
H
Q
r
(
U
F
R
H
F
R
H
)
と
よ
ば
れ
る
日
傭

い
僕
蝉
の
も
う
ひ
と
つ
の
階
級
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
家
屋
を
持

ち
、
い
く
ば
く
か
の
土
地
を
賃
借
す
る
。
主
人
は
器
具
と
家
音
と
を
提
供

し
、
同
押
印
Hd司
開
門
知
は
月
の
う
ち
二
十
日
は
主
人
の
田
畑
を
、
八
日
は
自
分

の
回
畑
を
、
二
日
は
家
畜
の
番
を
す
る
少
年
の
田
畑
を
、
鋤
で
耕
す
。
少

年
は
自
分
の
息
子
で
あ
っ
た
り
、
隣
人
の
息
子
で
あ
っ
た
り
す
る
。
か
く

し
て
、
価
値
に
し
て
お
そ
ら
く
四

O
ル
ピ
ー
と
い
う
老
廃
し
た
役
畜
一
一
駅

の
使
用
が
、
月
に
八
日
分
で
、
二
十
二
日
間
の
労
働
に
対
す
る
充
分
な
報

酬
と
算
出
さ
れ
る
。
各
当
事
者
は
自
分
の
地
代
主
種
子
と
を
支
払
い
、
自

分
の
回
畑
の
除
草
と
刈
り
入
れ
と
を
行
な
う
。
あ
る
地
方
で
は
こ
れ
ら
の

僕
稗
た
ち
は
わ
ず
か
な
役
畜
を
持
ち
牡
牛
を
一
、
二
頭
飼
っ
て
い
る
。
こ

の
場
合
か
れ
ら
は
出
回
「
田
口
同
可
白
(
巴
円
)
と
よ
ば
れ
、
一
頭
ご
と
に
月
に
一
一
一

日
分
の
鋤
耕

M
-
E
m
r
u
m
)
(費
用
|
筆
者
V

が
追
加
支
給
さ
れ
る
。
:
・
」

(
k
r
-
p
u
]
u
・
念
明
・
)
「
当
県
に
は
少
数
の
口

E
F由
民
が
い
て
、

P
H
H
S

E
ヨ
ー
に
お
け
る
よ
う
に
、
二
十
日
は
主
人
の
田
畑
で
、
八
日
は
自
分
の

田
畑
で
、
二
日
は
家
畜
の
番
人
の
田
畑
で
、
鋤
を
用
い
て
耕
す
。
主
人
が

鋤
と
家
畜
と
を
提
供
す
る
。
」
(
〉
・
回
F

-

H

V

・品吋
0

・
)
削
忌
耳
間
同
問
の

p
r
は
八
八
〉
で
、
八
日
は
自
分
の
土
地
を
耕
す
者
の
意
味
。

2
5
E
ユ

の

g
E
V
は
八
四
分
の
一

V
で
、
お
そ
ら
く
月
の
四
分
の
一
は
自
分
の

土
地
を
耕
す
者
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
家
畜
の
番
を
す
る
者
の
合
同

任

命

ゲ

C
M
J
O
H
F
相
官
H
m
D
p
d司
y
o
Zロ《
U
F
O
n
己己
O
)
r
土
地
は
、
雇

傭
主
が
こ
れ
ら
の
人
々
の
賃
金
と
し
て
支
給
す
る
穀
物
を
生
産
す
る
た
め
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十
九
世
紀
初
期
の
ど
ハ

l
ル
州
に
お
け
る
何
回
ぜ
与
の
階
層
構
成

吉
岡
直
面

の
土
地
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

(
引
)
「
当
県
の
南
辺
回
己
官
立
国
と
同
色
長
田
匂
己
jH

で
は
、
話
さ
れ
る
言

語
は
ベ
ン
ガ
リ

l
諾
の
一
種
で
あ
る
が
、
鋤
耕
民
(
チ
由
主
O
口問

r
g田
口
)

は
州
内
同
自
民
(
包
n
u
r
m
w
H
H
H
苛
但
)
と
よ
ば
れ
、
通
常
の
用
語
で
あ
る
関
吋

肋
間
口
(
包
?
一
関
巳
窓
口
)
は
労
働
者
の
も
う
ひ
と
つ
の
階
級
に
あ
て
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
食
糧
も
土
地
も
家
畜
も
種
子
も
持
た
な
い
が
、
一

切
を
借
り
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
(
の
土
地
|
筆
者
)
を
耕
作
す
る
。
作

物
が
と
り
入
れ
ら
れ
る
と
、
こ
の
作
業
の
費
用
が
全
体
か
ら
控
除
さ
れ
、

主
人
は
種
子
の
量
を
二
倍
に
し
て
取
る
。
残
っ
た
生
産
物
は
三
等
分
さ

れ
、
そ
の
う
ち
ご
っ
は
主
人
の
も
の
に
な
り
、
一
つ
が
同
宮
間
口
の
も
の

に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
中
か
ら
、
か
れ
が
借
り
た
一
切
の
食
糧
を
五

O
パ

l
セ

γ
ト
(
の
利
息
|
筆
者
)
を
つ
け
て
返
済
す
る
ν

こ
の
よ
う
な
人
々

は
過
度
に
貧
し
い
。
」
(
〉
・
回
F
W
}
γ
ι
a
u
・
)
「
あ
る
地
方
で
は
、
鋤
耕

民
(
凹

F
同
日
同
出
可
同
)
は
、
こ
の
地
方
の
規
準
で
五
な
い
し
二

o
r巳
げ
向

(二

O
分
の
三
な
い
し
二

O
分
の
一
一
一
一
エ
ー
カ
ー
)
と
い
う
せ
ま
い
土
地

を
受
け
取
る
。
こ
れ
を
か
れ
は
主
人
の
鋤
で
耕
す
。
し
か
し
種
子
を
(
自

分
で
|
筆
者
)
調
達
し
、
生
産
物
の
半
分
を
主
人
を
与
え
る
。
つ
ま
り
地

代
を
支
払
う
o

」

(kr-∞
-
P
L
Y
3・
u
u
a
s
市
部
吋
・
)
「
し
か
し
な
が

ら
多
く
の
人
々
は
、
こ
の
貨
幣
を
与
え
る
か
わ
り
に
自
分
た
ち
の
役
膏
を

用
い
て
僕
鮮
が
耕
作
す
る
土
地
を
与
え
る
。
か
れ
は
生
産
物
の
半
分
を
と

る
。
こ
れ
は
前
貸
の
1

筆
者
‘
貨
幣
同
機
な
束
縛
の
き
ず
な
で
あ
る
が
、

財
源
の
先
取
り
を
避
け
る
か
ら
僕
婦
に
と
っ
て
は
よ
り
有
利
で
あ
る
。
」

(〉・
ω
-
w
唱
-
u
企
し
な
お
、
者
ニ
∞
o
p
o
u
口町
7

・
3
・凶唱吋

σ
a
u混
同
・

は
関
白
B
H仰
を
農
業
労
働
者
、
債
務
奴
隷
と
説
明
し
て
い
る
。

(
見
)
同
一
人
が
分
益
小
作
、
農
耕
僕
解
、
日
傭
い
労
働
者
の
う
ち
二
つ
を

兼
ね
る
こ
と
、
役
畜
に
余
裕
の
あ
る
者
が
分
益
小
作
を
時
に
兼
ね
る
こ

と
、
役
畜
に
不
足
す
る
農
民
た
ち
が
他
人
と
の
共
同
労
働
に
よ
っ
て
相
補

う
こ
と
な
ど
は
、
非
土
地
保
有
農
民
に
つ
い
て
記
述
す
る
際
に
前
提
さ
れ

て

い

る

。

〉
.
H
Y
W
H
Y
全一ω
・
を
参
照
。
共
同
労
働
に
つ
い
て
は
そ
の

他
〉
・
回
F
U
]
V問】・品臥吋

'A尽∞
Ukr-∞・司
-w
日目。

HV・
u
u
T
〉・
ω-w
℃
-
足
。
・

を
参
照
。

(日
)
K
F
H
Y
U
}
U
-
h
p臥
a
u
〉
・
ロ
・
戸

L
ア
ロ
ヨ
∞

U
〉・
ω
-
v
H
V
-
u
s
・
を
参

M
U
、。

(
日
)
〉
・
ロ
・
司
-

w

日
目
。
回
以
・
山
部
唱
・
を
参
照
。

(
持
)
「
自
由
民
」
の
特
殊
な
も
の
に
家
内
僕
燐
♀

O
B
g江
口
由

R
Sロ仲間)

が
含
ま
れ
る
。
男
子
は
げ
げ
同
国
内
同
町
一
片
岡

VE--同
-q伊
(
a
n
)
峨

σ三
自
民
間
同
門

と
よ
ば
れ
、
高
位
富
裕
の
人
々
に
待
し
て
、
主
人
の
身
の
ま
わ
り
の
世
話

や
家
具
の
手
入
れ
、
家
畜
の
飼
養
な
ど
に
当
る
も
の
で
、
主
人
か
ら
賃

金
、
衣
食
住
を
支
給
さ
れ
た
。
女
子
は
口
町
一

r
R問
E
U
(鼠
一
民
な
ど
と
よ
ば

れ
、
身
寄
り
の
な
い
老
女
が
多
い
。
(
詳
し
く
は
〉
・
句

-LM℃
-
-
3
E

E
C
一
〉
・
回
目
f
v
]
V
H
U
-
-
沼
E
S
U
U
〉
・回
-
p
u
f
H
U
-
M∞吋

U
〉・
ω-wMUHU・

日
S
L
E
d
を
参
照
。
)
ロ
ロ
ロ

E
Eロ
は
家
内
僕
仰
の
人
口
を

H
U
2
2
・

可
同
県
で
男
子
四
、
二
二
五
人
、
女
人
八
二
五
人
(
〉

p
u
℃・

8
吋・)、

同M
m
Eロ
P
の
ミ
出
!
岡
県
で
男
子
八
、

O
六
五
人
、
女
子
四
、
五

O
二
人
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〈
〉
切

-pv
円
ア
℃
・
吋
凶
吋
・
)
、

ω}gr同
}
)
邑
-
県
で
男
子
二
、
八
二

O
人、

女
子
二
六
五
人
(
門
戸

u
y
司
・
ミ
・
〉
と
見
積
っ
て
い
る
。
従
っ
て
人
口

構
成
の
上
で
は
看
過
し
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。

〈
見
)
奴
隷
の
呼
称
に
つ
い
て
は
?
?
肖

E
E
県
で
は
家
内
奴
隷

Z
O
B
E
E

P
口
切
]
同
〈
巾
ω
)

を
昨
己
問

B
v
-
Eロ仏間
u
ロ
m
w
E
H
u
r
E司削印

σ}岡
山
同
聞
と
、
農
業

奴
隷
(
問
問
江
口
口

-25-
乙
宮
内
的
)
を

E
P
H
U
門
同
区
口
問
問
問
同
(
丘
口
)
と
よ

び
、
ま
た
N

山
口
同
弘
同
町
に
属
す
る
奴
隷
を

r
g弓
削
唱
、
そ
れ
以
外
の
者
の

奴
隷
を

z
y
m
H岡
山
(
印
山
口
)
と
よ
ぶ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
名
称
と
内

山
科
と
は
地
域
的
に
異
な
り
、
一
定
し
な
い
と
い
う
。

(
k
r
・可
-u]uu・
5
?

】m
N
・
を
参
照
。
)
切
げ
田
口
問
問
}
吉
岡

w
M
V
R
E
"
の
ミ
同
一
一
一
県
で
は
男
子
は

出
回
同
日
子
は
女

-mロ
ロ
合
と
よ
ば
れ
る
。
(
〉
-
H凶
}
w
'

匂・

3
u
u〉・ロ・

MM-w

ア
℃
-

M
∞吋・

)
ω
E
Z百
円
山
県
で
は
ヒ

γ
ド
ヮ

l
の
奴
隷
を
}
内
問

g
r田町、

ム
ス
リ
ム
の
奴
隷
を

B
E
-
F同
居

r
主
よ
ぶ
。
(
〉

ω-u-M]]
血・)

〈
究
)
奴
隷
の
価
格
に
つ
い
て
、
同
ν戸
HHロF
U

両
県
の
ム
ス
リ
ム
の
奴
隷
主
に

属
す
る
成
人
が
一
五
な
い
し
二

O
ル
ピ

l

(
〉・司
-

u

H

U

-

-

血N
・
)
、
ヒ
γ

ド
ゥ

l
の
奴
隷
主
に
属
す
る
十
六
歳
の
少
年
奴
隷
が
一
こ
な
い
し
二

O
ル

ピ
l
、
八
な
い
し
十
歳
の
少
女
奴
隷
が
五
な
い
し
一
五
ル
ピ

l

(
〉

-pw

尽
凶
・
〉
、

ωげ
同
『
田
『
同
《
同
県
で
は
年
少
の
男
子
が
五
ル
ピ

l
、
女
子
が
二

O

ル
ピ

l

(
〉・

ω-vHこ
-a
し
と
い
わ
れ
る
。
な
お
、
唱
え
ロ
mwu
の
mqt田
両
県

の
大
半
の
地
方
で
は
奴
隷
売
買
を
恥
辱
と
考
え
る
傾
向
が
あ
り
、
奴
隷
の

給
養
が
で
き
な
く
な
っ
た
奴
隷
主
が
、
奴
隷
に
随
意
に
生
計
の
途
を
講
じ

る
こ
と
を
許
し
た
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
奴
隷
主
が
死
ぬ
と
、
奴
隷
は

北
大
文
学
部
紀
要

自
由
を
獲
得
し
た
り
す
る
、
と
い
う
。
(
〉
・
回
・
司
-

v

日d
H

M

-

M

∞吋・)

(
兜

)
H
V
R
E苫
ー
県
で
は
、
主
人
を
異
に
す
る
男
女
の
奴
隷
が
結
婚
す
る

際
は
、
け
男
子
奴
隷
の
主
人
は
そ
の
婚
姻
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
男
児
の
半

数
を
、
女
子
奴
隷
の
主
人
は
男
児
の
半
数
と
女
児
全
部
を
、
各
自
の
奴
隷

と
し
て
取
る
権
利
が
あ
る
、
同
結
婚
に
際
し
女
子
奴
隷
の
主
人
は
男
子
奴

隷
の
主
人
か
ら
ニ
ル
ビ
ー
を
と
り
、
そ
の
婚
姻
か
ら
生
ま
れ
る
男
児
は
二

人
の
主
人
で
等
分
す
る
が
、
女
児
に
つ
い
て
は
、
結
婚
年
齢
に
達
し
た
場

合
一
人
に
つ
い
て
ニ
ル
ビ
ー
を
、
男
子
奴
殺
の
主
人
が
取
得
す
る
、
な
ど

と
い
う
契
約
が
二
人
の
主
人
の
間
で
交
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
女
子

奴
隷
は
旧
来
の
主
人
の
所
に
住
ま
な
く
て
は
な
ら
ず
、
男
子
奴
款
は
夜
間

に
妻
を
訪
ね
る
。
女
子
奴
隷
の
主
人
は
、
彼
女
に
住
居
を
与
え
、
彼
女
の

労
働
を
要
求
す
る
限
り
は
、
衣
食
を
支
給
し
、
生
ま
れ
た
子
供
た
ち
は
結

婚
年
齢
に
達
す
る
草
で
主
人
が
給
養
す
る
。
自
由
民
の
男
子
と
女
子
奴
隷

と
が
結
婚
す
る
と
、
夫
は

(
U
F
E
q
m
C
D】
自
国
(
包
ロ
)
と
よ
ば
れ
、
売
買

は
さ
れ
な
い
が
、
奴
隷
と
同
じ
条
件
で
妻
の
主
人
の
た
め
に
働
ら
く
。
こ

の
婚
姻
か
ら
生
ま
れ
る
女
児
は
す
べ
て
奴
隷
に
な
る
が
、
男
児
は
地
方
に

よ
っ
て
は
自
由
民
に
さ
れ
る
。
男
子
奴
隷
と
女
子
自
由
民
と
の
結
婚
の
場

合
、
夫
の
主
人
は
妻
の
父
に
二
ル
ピ
ー
を
支
払
い
、
こ
の
婚
姻
か
ら
生
ま

れ
る
男
児
は
す
べ
て
奴
隷
と
さ
れ
、
女
児
は
自
由
で
あ
る
が
、
結
婚
す
る

時
は
彼
女
の
親
族
ま
た
は
夫
と
な
る
者
が
、
奴
隷
主
に
二
ル
ピ
ー
を
支
払

う
。
(
以
上
は
k
r
・司
-

w

ロH
Y
H
R
U

ニ
2
・
)
即
日

HE向田
--HM
口
同
県
で
は
、
婚

姻
関
係
に
あ
る
男
女
の
奴
隷
が
同
じ
主
人
を
持
つ
場
合
に
も
、
夫
は
主
人
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十
九
世
ド
紀
初
期
の
ビ
ハ
1

ル
州
に
お
け
る
同
党
匂
洋
の
階
級
構
成

高
畠

の
与
え
る
小
屋
に
一
人
で
住
み
、
妻
子
は
主
人
の
家
に
住
む
。
妻
が
夜
に

夫
を
訪
れ
る
。
男
子
奴
隷
が
主
人
を
異
に
す
る
女
子
奴
隷
ま
た
は
女
子
自

由
民
と
結
婚
し
た
場
合
、
夫
の
主
人
は
こ
の
婚
姻
か
ら
生
ま
れ
る
子
供
に

対
し
て
何
の
権
利
も
持
ち
得
な
い
が
、
女
子
奴
隷
が
主
人
を
異
に
す
る
男

子
奴
隷
ま
た
は
男
子
自
由
民
と
結
婚
す
る
と
、
生
ま
れ
る
子
供
は
す
べ
て

姿
の
主
人
が
保
留
す
る
。

(urzqmw
の
D
E
B
(回
目
ロ
)
の
労
働
条
件
は
前

と
同
じ
で
あ
る
。
奴
隷
の
結
婚
は
主
家
を
同
じ
く
す
る
者
ど
う
し
の
聞
で

行
わ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
(
〉
・
ω
-
w
M
U
M
U
-
-
E
・)
H
M
巳
ロ
白
"

の
ミ
ー
田
両
県
に
つ
い
て
は
特
に
こ
の
問
題
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。

ω}戸白・

げ
同
日
)
包
ー
県
で
は
、
奴
隷
と
自
由
民
と
の
通
婚
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

奴
隷
主
と
女
子
奴
隷
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
は
奴
隷
と
さ
れ
、
同
様
な
境

遇
の
私
生
児
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
た
。
(
〉
・
ω
-
u
H
U
・
ご
血
・
)

〈
労
)
「
す
べ
て
の
奴
隷
は
り
げ
自
己
同
(
目
見
)
か
河
田
唱
曲
尽
(
巴
ロ
)
の
い

ず
れ
か
の
カ
l
ス
ト
に
属
す
る
。
前
者
の
カ

I

ス
ト
に
属
す
る
自
由
民

は
、
も
し
非
常
に
賛
悶
で
あ
れ
ば
、
自
分
の
子
供
を
売
る
が
、
こ
の
同
町
で

は
河
内
Z
E
E
(巴
ロ
)
は
こ
れ
を
行
な
わ
な
い
。
」
(
〉
・
切
y
w
H
U
-
-
3
・)

「
大
部
分
は
ロ
rgH開
己
目
百
円
に
お
け
る
よ
う
に
何
回
若
田
巳
(
包
円
)
ま
た

は
り
}
岡
山
口

cr
部
族
(
可
手
町
田
)
に
属
す
る
が
、
多
少
の
関
口
HBH
も
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
奴
隷
に
な
っ
た
同
日
目
同
は
ふ
つ
う
り
げ
間
ロ
ロ

r

と
よ
ば
れ
る
。
自
由
民
と
し
て
生
ま
れ
た

9
0
2
片
見
〉
関
口
HBd
と

り
r
m
ロ
己
内
と
は
、
窮
迫
し
た
場
合
は
時
々
奴
隷
と
し
て
身
売
り
す
る
。
す

べ
て
の
列
E
羽
田
巳
は
も
と
も
と
奴
裁
で
φ

拘
っ
た
ら
し
い
が
、
か
な
り
多

く
の
者
は
上
述
の
環
境
の
た
め
(
註
二
引
ノ
後
半
参
照
|
筆
者
)
今
で
は
自

由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
(
〉
-
∞

-pv
ア

]
Y
M
∞
∞
・
)

「
:
・
か
れ
ら
の
大
半
は
何
回
当
由
民
(
田
山
口
)
カ

l
ス
ト
に
属
し
、
残
り
は

関
口

EM叫
と
〉
お
げ
に
お
け
る
非
常
に
少
数
の
り
y
間
ロ
ロ
「
と
で
あ
る
・
:
。

」
(
〉
・

ω
-
u
u・
ご
a
・
)
同
戸
口
HHF
ロ
ゲ
閉
口
戸

r
は
切
戸
口
}
戸
田
口
mwHH
に
よ
る
と

共
に
農
耕
カ
l
ス
ト
で
、
払
戸
(
日

S
の
中
の
が
曲
目
件
。
凹

8
5片品目
HOL
官
同
久

に
属
す
る
。
(
〉
・
司
-w

回以》・

M
M
ア
M
M
∞
w

〉
・
出
『
-
w

】U
H
U
M
U明
暗

M
凶臥
U

〉・切

・
司
・
ゅ
匂
-
u
u
f
〉・

ω-w3・
3
唱
し

F
S
Z
Q
F

ヨゲ
o
p
o℃
口
円
了

間】・

8
a
同
・
の
何
回
若
山
口
同
関
与
問
門
に
当
る
。
)
は
同
じ
く
農
耕
民
で
も

あ
り
、

}ω
口
同
三
百
-
県
以
外
で
は
ザ
ロ
同
白

ωロ《
H
g
m
u

に
数
え
ら
れ
る
が
、

カ
I
ス
ト
的
に
は
か
ご
か
き
を
専
業
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く

は
、
〉
・
]
U
-
u
H
V
-
M
山凶白山〉・
ω
r
-
w

℃・

N
U
∞
山
〉
-H
凶・司
-
L
・
句
℃
凶
凶
河
川
・

uum
ご
〉
・

ω
-
w
]
U
・
3
?
を
参
照
せ
よ
。
ム
ス
リ
ム
の
場
合
は
自
由
民
を
奴
隷
と
し
て

売
買
で
き
な
い
の
で
、
身
売
り
を
す
る
者
と
売
手
と
の
間
に
九
十
年
間
の

人
身
貸
借
が
契
約
さ
れ
、
こ
の
間
に
生
ま
れ
た
奴
隷
の
子
供
は
問
題
な
く

奴
隷
と
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
事
実
上
は
人
身
売
買
に
ひ
と
し
い
。

(〉・回・】
U
-
u

日d
]
Y
M
∞
∞
・
)

(
ω
)
H
V
Rロ
pca-m一
両
県
お
よ
び

ωrmLgσ
同
門
同
県
に
つ
い
て
は
男
子
奴

隷
の
人
数
の
み
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
前
二
県
で
は
家
内
奴
隷
五
、
。
五

五
人
、
家
内
・
農
業
兼
用
奴
隷
九
、
二
七

O
人
、
農
業
奴
隷
一
八
、
四
九

五
人
(
〉
・
切

-
p
v
y
℃
・
吋
凶
吋
・
)
、
後
一
一
県
で
は
そ
れ
ぞ
れ
七
二

O
人、

八
五

O
人
、
コ
一
、
七
六
五
人
(
何

-H-Leu-
ミ
・
)
と
い
わ
れ
る
が
、
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か
り
に
こ
の
す
べ
て
が
妻
と
二
人
の
子
供
を
持
っ
と
考
え
て
計
算
し
て

も
、
農
民
間
尉

(
1
0
戸
m
r
B
mロ
)
の
全
人
口
に
刻
す
る
比
率
は
、
後
者
が
一
二

・
三
パ

l
セ
γ
ト
前
者
、
か
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
か
な
ら
な
い
か
ら
、

実
際
は
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
低
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

HV戸
門
口
芝
山
県
で
は
、

主
に
ム
ス
リ
ム
を
主
人
と
す
る
切
と
回
目

(ω
回
口
)
と
い
う
家
内
・
農
業
の

両
方
を
含
む
奴
隷
二
、
二
五

O
人
、
完
全
な
家
内
奴
隷
七
九

O
人
、
主
に

高
位
の
ヒ
シ
ド
ヮ
ー
を
主
人
と
す
る
宮
司
診
一
、
七

O
O人
、
大
半
は

農
業
に
使
役
さ
れ
る
奴
隷
八
、
六
五

O
人
(
〉

-pv-v・
8
∞
・
)
と
推
定

さ
れ
る
ο

前
三
者
は
県
内
の
成
年
男
子
奴
隷
す
べ
て
を
含
み
、
同
様
の
境

遇
に
あ
る
老
幼
の
約
四
分
の
一
に
あ
た
る
と
い
う
(
〉

-pw
司・

5
M・〉

か
り
に
問
者
共
に
妥
と
子
供
二
人
を
持
つ
と
し
て
も
、
農
民
属
人
口
に
対

す
る
比
率
は
二
・
四
バ

l
セ
γ
ト
に
し
か
な
ら
な
い
。

(
日
出
)
近
世
イ

γ
ド
の
奴
隷
問
題
に
つ
い
て
は
り
・
岡
山
・
切
血
口
問
b
・

2
m
z
q

宮
切
乱
立
印
r
Hロハロ
P
M口
《
】
ぬ
門
町
-w
回
o
g
r
q
-
w
】
可
凶
凶
・
が
あ
る
が
、
筆
者

は
入
手
し
て
い
な
い
。
深
沢
宏
「
一
八
世
紀
マ
ラ

l
タ

l
王
国
の
す
奴
仰
に

関
す
る
一
覚
書
」
(
「
一
橋
論
叢
」
四
五

l
六
)
の
序
一
言
に
は
問
書
の
内

容
の
一
部
が
摘
要
さ
れ
て
い
る
。
木
稿
と
直
接
の
関
連
は
な
い
が
、

Z
・。・

ω
E
r
p
ω
苫
岳
町
田

B

H
口仏
0

・
切
巴
江
田
町

Hwnoロ
O
B
M可
出
戸
口
門
町
旦

JP由同出

〉
mcu
の
と
円
三
S
U
3
A
a
・
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
資
木
主
義
の
発
展
過
程
と

英
印
経
済
関
係
の
推
移
の
中
で
の
奴
隷
廃
止
問
題
の
も
つ
意
義
を
つ
い
た

叙
述
が
あ
る
。

DHun-wHV匂・山凶
U
E
甲
0

・
を
参
照
。

(
臼
)
第
二
・
四
・
八
表
よ
り
作
成
。
農
地
保
有
者
H
農
業
者
に
は
農
業
労

北
大
文
学
部
紀
要

働
を
行
う
郷
紳
回
府
と
、
自
分
の
農
地
を
耕
作
す
る
農
民
間
と
を
、
同
H
非

農
業
者
に
は
農
地
を
持
っ
て
労
働
し
な
い
郷
糾
層
、
土
地
を
持
つ
商
人

層
、
お
よ
び
同
様
の
職
人
層
を
、
そ
れ
ぞ
れ
含
め
た
。
非
農
地
保
有
者
H

農
業
者
に
は
、
農
業
労
働
に
も
従
事
す
る
職
人
層
と
農
民
腐
の
う
ち
の
鋤

耕
民

(
1
0
戸間

r
g
g
)
僕
仰
と
日
傭
い
労
働
者
と
を
含
め
、
残
り
す
べ
て

を
同
H

非
農
業
者
と
し
た
。
農
業
労
働
に
も
従
事
す
る
職
人
層
の
す
べ
て

を
非
土
地
保
有
者
と
考
え
る
の
は
、
実
は
多
少
の
無
理
が
あ
る
が
、
か
れ

ら
の
農
業
労
働
の
季
節
的
性
格
、
家
族
内
分
業
の
実
際
の
比
率
が
不
明
で

あ
る
こ
と
、
自
ら
鋤
を
取
る
者
と
麗
農
に
な
る
者
と
の
比
率
が
不
明
で
あ

る
こ
と
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
、
一
応
こ
の
よ
う
に
分
類
し
た
υ

ま
た
表
に

記
し
た
四
つ
の
範
障
の
な
か
で
は
、
こ
れ
を
他
に
含
め
る
べ
き
所
が
な

い
。
第
九
表
は
あ
く
ま
で
傾
向
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
な

も
の
で
は
な
い
。

(
臼
)
〉
・
回
}
了
開
-H-w
デ

と

も

に

切

}H2Hmm-
県
の
鋤
の
配
分
率
を
一
示
す
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表
を
収
録
し
て
い
な
い
。
イ
ン
ド
省
図
書
館
所
収
の
原
文
書
か
ら
こ
の
部

分
を
と
り
ょ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
の
で
、
い
ず
れ
補
訂
し
た
い
と
思
う
。

(
出
)
当
時
の
農
器
具
に
つ
い
て
、
開
-
H
・
は
切
戸
円
}
戸
田
口
問
ロ
の
写
生
画
を
図

録
と
し
て
挿
入
し
て
い
る
が
、
回
・
。
-
H
N

・ω・
版
は
に
こ
れ
を
採
っ
て
い
な

い
。
ピ
ハ

l
ル
州
の
農
器
具
そ
の
他
の
図
録
と
し
て
の
・
〉
・

0
広
角
田
o
p

切
F
2
1
句
。
白
山
田
ロ
門
戸
広
命
、
ゲ
巳
ロ
m
担
任
∞
門
戸
吋
回
目
〈
由
。
回
同
回
目
。
m戸巾

o
h
H
r
o

ω
ロロ・
0
ロロ門
H-口問団

ch
同r
m
司
m
o
u
-
m
O同門}戸田門司]「
O〈F

ロ
nowHU同門口出
w]UMm-



十
九
世
紀
初
期
の
ビ
ハ

1
ル
州
に
お
け
る
河
田
ぜ
丘
の
階
級
構
成

高
品

が
あ
る
。

(
白
)
〉
・
∞
-Hν
・
u

山ア

HU・吋
mMUHW-H-w
ア
℃
・

2
・

1
0口
四
日
戸
田
『
巳
仏
ず
可
立
ロ
・
と
な
っ
て
い
る
。

(
“
)
ロ
宮
ユ
ユ
は
巧
己
m
o
P
3・
口
広

L-M-U
白
・
の
説
明
に
よ
る
と

〈
自
分
を
傭
っ
た
者
の
田
畑
で
二
日
、
自
分
自
身
の
田
畑
で
一
日
働
く
凧
庶

民
(
立
。
戸
田
一
r
B
E
)
〉
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
〈
土
地
を
賃
借
す
る
が

役
畜
を
持
た
な
い
者

V
の
意
味
で
あ
る
。
。

a-me
県
の
う
ち
ガ

γ
ガ
l
河

南
岸
治
い
の
り
ロ
ユ
吉
司
戸
♂
即
日
両
郡
の
欄
に
の
み
記
入
さ
れ
て
)
る
。

(
川
町
)
〉
・
司

-
u
R
Y
A出品
z

合
明
・
の
表
に
よ
っ
て
作
成

U

(

ω

)

註
(
閃
)
所
引
の
〉
・
司
-

w

市
太
明
・
の
記
事
を
参
照
。

(
臼
)
切
戸

n
E口氏

H

の
家
畜
数
推
定
表
は
非
常
に
詳
し
い
も
の
で
、
繁
殖
川

の
牡
牛
、
耕
牛
、
乳
牛
、
税
牛
、
山
羊
な
ど
に
わ
た
り
、
農
耕
・
運
搬
用

の
牡
牛
と
牝
牛
と
に
つ
い
て
は
、
使
用
あ
る
い
は
所
有
す
る
階
級
ご
と
に

郡
別
に
頭
数
を
推
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
使
用
す
る
階
層
の
明
ら
か
な

耕
牛
の
み
を
と
り
あ
げ
る
。
農
耕
・
運
搬
両
用
の
牡
牛
は
、
帰
属
が
不
明

な
の
で
、
頭
数
の
み
を
一
ボ
す
。

(
町
山
〉
〉
]
U

・切
-w
ロ
・
旬
日
u
・
吋
山
川
吋
'
示
。
一
切
-H-v

目。

kr官官。ロハ
Z
H
V
-
v
・目立山

G
H
V
Q
F

F
〉
問
者
自
己
目
Hu
司
-
a
山
OHvnF
ロ
ア
匂
・

8N-
の
表
よ
り
作
成
。
原
表

に
は
、
た
と
え
ば
、
。
HOロ
ロ
m
E山
口
口
昨
日
お
ち
-o戸
m
r
σ
巳
D
ロ
忠
ロ
m

S

5
2
0
町
田
口
口
氏
田
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
耕
牛
の
所
有
主
体
を
上

欄
の
諸
階
層
で
あ
る
と
速
断
す
る
こ
と
は
控
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た

郷
紳
層
の
欄
に
は
、
原
表
で
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
ロ
己
宮
(
去
勢
さ
れ

の
表
よ
り
作
成
。

て
い
な
い
牡
牛
)
と
。
同
町
ロ
(
去
勢
さ
れ
た
牡
牛
)
と
を
合
算
し
て
記
入

し
た
。
国
己

-m
は

H
U
Z
E
q同
県
以
外
で
は
回
己
広
司
HOロ
m
z
z
p
o

HLC口問「

σ巳
oロ
聞
広
岡

g

r百
円
戸
口
問
丘
g
ま
た
は

ro-。ロ間
5
岡
田
-
s
o丘

町ロ己

B
q
s
z
m
y
g田
宮
田
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
岡
県
に
つ
い
て
も
こ

の
よ
う
な
も
の
と
推
測
し
て
処
理
し
て
あ
る
。

(
引
)
〉
・
司

-
L
U・
3
?
に
よ
る
と
水
牛
の
十
六
分
の
十
(
六
二
・
五
パ
l

セ

γ
ト
)
は
高
位
諸
カ
l
ス
ト
に
属
し
、
十
六
分
の
六
(
三
七
・
五
パ
l

セ

γ
ト
)
は
牛
乳
商
と
職
人
(
片
足
仏
g
g
oロ
)
と
に
属
す
る
、
と
み
え

る
d

し
か
し
表
で
は
切
戸
h
p
g
g
u
δ
ロロ

m
g仏
O
E
の
頭
数
七

O
、
四

七
五
を
挙
げ
て
い
る
の
み
で
、
回
}
戸
田
口
mmi--u戸
円
県
に
お
け
る
よ
う
に
別
に

∞
丘

F
F
2
5
E
B
P由
主
O
戸間

r
g仏
口
同
三
ω

を
挙
げ
て
も
い
な
け

れ
ば
、
他
の
一
市
三
県
の
よ
う
に
切
丘
町
主

0
2
5巾
L
E
P由
主
C
戸
m
r

と

Z
F
F
F
(凶
戸
口
)
切
口
止
と

c
g
と
の
区
別
も
し
な
い
。
こ
こ
を
空
白
に

し
て
お
く
理
由
で
あ
る
。

(
η
)
一
一
一
県
そ
れ
ぞ
れ
約
四
七
、
四

O
、
四
五
パ
l
セ

γ
ト
と
な
る
。

(
乃
)
三
県
そ
れ
ぞ
れ
約
五
一
、
六

O
、
五
四
バ
l
セ

γ
ト
と
な
る
。

(
九
)
註
(
初
)
を
参
照
。

(
汚

)
H
J肖口同〕
Bu
回
r
E
m
m
q
z
H
両
県
に
つ
い
て
は
詳
し
い
人
口
区
分
が

で
き
な
い
が
、
い
ち
お
う
大
差
な
か
っ
た
も
の
と
推
論
し
て
お
く
。

(
花
)
〉

HM-∞
-
L目
。
℃
・
吋
臥
M
一
何
-H-w
ア

〉
HUHU自
己
目
HW
同)・

2
山
〉

-mu

-
u
-
m
山
】
品
・
よ
り
作
成
。
な
お
、
回
ロ
ロ
rmHgロ
は
地
代
額
に
つ
い
て
は
何
に

も
述
べ
て
い
な
い
。
回
}
戸
田
口
聞
と
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な
い
の
で
、
イ

γ
ド
省
図
書
館
の
原
文
書
の
複
製
を
得
た
後
に
補
訂
し
た

、。、
lv

(
π
)
農
地
保
有
規
模
と
社
会
階
層
と
の
関
述
づ
け
は
、
回
口

n
E
Eロ
は
ま

っ
た
く
試
み
て
い
な
い
の
で
、
具
体
的
に
ど
の
程
度
の
差
が
あ
る
の
か
は

明
ら
か
に
で
き
な
い
。

(
河
)
前
稿
で
は
筆
者
は
℃
間
同
lr削
ヱ
同
尺
守
主
の
一
応
傭
主
体
を
村
落
共
同
休

と
考
え
て
い
た
が
、
回
ロ
ロ

r
a
gロ
の
報
告
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
考
え
を
支

持
す
る
論
拠
は
ま
っ
た
く
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
一
服
傭
主
体
は
自
家
労
働
を

北
大
文
学
部
紀
要

ま
っ
た
く
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
自
家
労
働
力
で
経
営
し
う
る
一
回
積
以
上

の
農
地
を
も
っ
富
農
層
で
あ
っ
て
、
一
履
備
の
契
約
は
む
し
ろ
個
別
的
に
行

わ
れ
た
と
考
え
る
方
が
順
当
で
あ
る
υ

一
医
術
者
と
被
雇
傭
者
と
の
関
係
が

ま
っ
た
く
自
由
な
労
働
力
の
売
買
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
家
の
関
係

を
媒
介
と
し
た
世
襲
約
・
人
身
的
な
労
働
力
給
付
の
関
係
が
あ
っ
た
の

か
は
、
切
戸

nr目
白
白
ロ
の
報
告
で
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
基
本
的
に
は

後
者
と
み
な
す
方
が
正
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
だ
し
い
わ
ゆ
る

」
&
自
由
巳
関
係
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
が
な
い
。
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